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中
近
世
に
お
け
る
地
方
神
職
の
組
織
と
階
層

―
備
後
奴
可
郡
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例
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本
稿
で
は
、
備
後
奴
可
郡
（
現
広
島
県
庄
原
市
東
城
・
西
城
町
）
に
お
け
る
神
職
の
中
世
末
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
歴
史
的
変
遷
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
奴
可
郡
に

お
け
る
神
職
の
組
織
・
階
層
に
つ
い
て
論
じ
た
。
そ
の
結
果
、
中
世
か
ら
近
世
へ
の
時
代
変
化
が
、
奴
可
郡
の
神
職
に
い
く
つ
か
の
変
転
を
起
こ
さ
せ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

そ
の
一
つ
が
、
神
職
と
し
て
の
立
場
を
保
障
す
る
方
法
の
変
化
で
あ
る
。
中
世
末
の
備
北
地
方
に
お
け
る
社
役
の
安
堵
は
、
備
後
一
宮
に
お
い
て
開
催
さ
れ
る
座
直
り
へ
の

出
席
と
、
在
地
領
主
か
ら
の
宛
行
状
の
発
行
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
近
世
に
な
る
と
、
京
都
の
吉
田
家
か
ら
神
道
裁
許
状
を
取
得
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
変

化
に
伴
い
、
神
職
の
職
名
・
立
場
を
表
す
言
葉
と
し
て
「
太
夫
」
と
い
う
言
葉
が
公
の
資
料
に
現
れ
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
吉
田
家
か
ら
取
得
し
た
官
途
・
受
領
名
が
名
乗
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

二
つ
目
は
、
中
世
に
淵
源
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
備
後
国
一
宮
の
権
威
や
機
能
の
変
化
で
あ
る
。
近
世
初
期
に
は
、
一
宮
の
祭
祀
組
織
の
再
編
、
広
島
藩
と
福
山
藩
と
い
う

二
つ
の
政
治
体
制
の
構
築
、
近
世
中
期
以
降
に
は
、
京
都
吉
田
家
に
よ
る
備
後
国
内
の
神
職
支
配
の
拡
大
が
起
こ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
備
後
国
内
の
神
職
に
対
す
る
一
宮
の

影
響
力
が
低
下
す
る
。
そ
の
結
果
、
備
後
国
内
の
広
島
藩
領
の
神
職
は
、
藩
内
神
職
の
惣
頭
役
を
務
め
る
広
島
城
下
の
社
家
野
上
氏
の
統
制
下
に
入
る
こ
と
に
な
り
、
広
島
藩

の
支
配
を
よ
り
強
く
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

三
つ
目
は
、
奴
可
郡
に
お
け
る
神
職
組
織
の
在
り
方
の
変
化
で
あ
る
。
中
世
末
に
は
、
在
地
領
主
が
広
大
な
領
地
の
産
土
社
（
鎮
守
社
）
を
定
め
、
神
職
を
任
じ
、
祭
祀
を

経
済
的
に
支
え
て
い
た
。
そ
の
後
、
中
世
末
の
在
地
領
主
の
領
土
が
近
世
の
村
切
り
に
よ
り
分
割
さ
れ
る
こ
と
で
、
か
つ
て
の
在
地
領
主
の
領
地
と
一
致
す
る
広
い
氏
子
圏
を

持
つ
社
格
の
高
い
大
氏
神
と
、
一
つ
の
近
世
村
を
氏
子
圏
と
す
る
小
宮
が
生
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
近
世
初
期
に
は
、
郡
内
に
数
社
存
在
す
る
「
大
氏
神
」
を
単
位
と
し
て
、

共
同
で
神
事
を
執
行
す
る
神
職
組
織
が
い
く
つ
か
形
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
近
世
中
期
に
な
る
と
、
吉
田
家
の
影
響
に
よ
り
広
島
藩
の
神
職
組
織
が
整
備
さ
れ
、
そ
の
末
端

と
し
て
「
郡
」
を
単
位
と
す
る
神
職
組
織
が
新
た
に
形
成
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
近
世
の
奴
可
郡
に
お
い
て
神
社
祭
祀
に
関
わ
る
者
の
間
に
は
、
吉
田
家
か
ら
神
道
裁
許
状
を
取
得
し
祭
祀
を
担
当
す
る
「
吉
田
殿
裁
許
の
官
」
と
、
日
常
神
社
の

管
理
を
担
っ
た
「
鍵
取
（
地
神
主
）」
の
違
い
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、「
吉
田
殿
裁
許
の
官
」
の
間
に
は
、
大
宮
の
社
家
（
幣
頭
）
／
小
宮
の
社
家
（
一
本
幣
）
／
抱
え
の
小
宮

を
持
つ
下
社
家
／
抱
え
の
小
宮
を
持
た
ず
裁
許
状
を
取
得
し
て
い
な
い
下
社
家
と
い
う
、
中
世
以
来
の
家
格
に
基
づ
く
階
層
が
あ
っ
た
。

キ
ー
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ド
：
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宮　

吉
田
家　

神
道
裁
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状　

太
夫　
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身
分
的
周
縁

要
　
　
旨
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一
．
問
題
の
所
在

本
稿
で
は
、
備
後
奴
可
郡
（
現
在
の
広
島
県
庄
原
市
東
城
町
・
西
城
町
）
に
お
け

る
神
職
の
中
世
末
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
歴
史
的
変
遷
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も

に
、
近
世
の
奴
可
郡
に
お
け
る
神
職
の
組
織
・
階
層
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。

本
稿
で
扱
う
備
北
地
方
（
現
広
島
県
庄
原
市
域
）
の
神
職
に
つ
い
て
の
歴
史
的
な

研
究
に
は
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

歴
史
学
者
の
河
合
正
治
は
、
旧
恵
蘇
郡
（
現
庄
原
市
高
野
・
比
和
・
口
和
・
庄
原

北
部
）
の
社
家
が
所
蔵
す
る
資
料
を
調
査
し
、
中
世
後
期
の
神
職
た
ち
が
、
山
内
首

藤
氏
な
ど
の
在
地
領
主
と
結
び
つ
き
、「
注し

め連
幣し

た下
」
と
呼
ば
れ
る
神
職
の
共
同
組

織
を
結
成
し
て
、
独
占
的
に
神
事
を
執
行
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
（
河
合
、

一
九
五
八
）。

歴
史
学
者
の
畑
中
誠
治
も
、
旧
恵
蘇
郡
の
社
家
に
残
さ
れ
た
資
料
に
基
づ
き
、
神

職
た
ち
が
、
祭
祀
の
主
宰
者
で
あ
る
と
と
も
に
武
士
的
性
格
を
有
し
た
小
領
主
で
も

あ
っ
た
中
世
末
の
姿
か
ら
、
神
社
の
脇
に
住
み
祭
祀
を
担
う
近
世
的
な
宮
守
へ
と
変

化
し
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
（
畑
中
、
一
九
六
三
）。

民
俗
学
者
の
岩
田
勝
は
、
東
城
町
戸
宇
神
社
杤
木
家
文
書
を
中
心
と
す
る
中
国
地

方
各
地
の
歴
史
資
料
に
基
づ
い
て
、
中
世
期
に
は
、
法
者
（
男
性
）
と
神
子
（
女
性
）

が
ペ
ア
を
組
ん
で
氏
神
・
村
方
祭
祀
を
執
行
し
て
い
た
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、
こ
う

し
た
中
世
的
な
姿
が
、
寛
文
五
（
一
六
六
五
）
年
の
諸
社
禰
宜
神
主
法
度
の
発
布
を

契
機
と
し
て
、
唯
一
神
道
の
立
場
か
ら
祭
式
の
整
備
が
な
さ
れ
、
郡
毎
に
社
家
が
組

織
化
さ
れ
る
こ
と
で
、
近
世
的
な
体
制
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
（
岩
田
、
一
九
八
二
、一
九
八
三
）。

こ
う
し
た
成
果
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
一
方
、
一
九
九
〇
年
以
降
に
は
、
近
世

史
の
研
究
者
を
中
心
に
、「
身
分
的
周
縁
」
論
を
踏
ま
え
た
神
社
・
神
職
研
究
が
な

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
研
究
動
向
の
代
表
的
な
研
究
者
と
し
て
、
高

埜
利
彦
（
高
埜
、
一
九
八
九
、二
〇
一
四
）、
西
田
か
ほ
る
（
西
田
、
一
九
九
四
、

一
九
九
五
）、
井
上
智
勝
（
井
上
、
二
〇
〇
七
、二
〇
〇
八
）
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が

出
来
る
が
、
本
稿
で
検
討
す
る
広
島
藩
に
つ
い
て
は
、
引
野
亨
輔
の
業
績
が
あ
る
。

引
野
は
、
広
島
藩
山
県
郡
の
神
職
集
団
に
対
す
る
本
所
吉
田
家
の
影
響
を
明
ら
か
に

し
た
り
（
引
野
、
二
〇
〇
二
）、
広
島
藩
山
県
郡
、
同
豊
田
郡
生
口
島
を
事
例
と
し
て
、

神
社
祭
祀
に
関
わ
る
宗
教
者
の
在
り
方
を
明
ら
か
に
す
る（
引
野
、二
〇
〇
四
）な
ど
、

近
世
の
芸
備
両
国
に
お
け
る
宗
教
者
に
つ
い
て
緻
密
な
分
析
を
行
っ
た
。

こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
近
世
と
い
う
身
分
制
社
会
に
お
い
て
、
四
民
（
士
農
工
商
）

以
外
の
周
縁
的
な
身
分
に
位
置
す
る
神
職
が
、
神
社
祭
祀
と
い
う
特
殊
な
役
を
執
行

す
る
こ
と
に
伴
う
特
権
を
保
持
す
る
た
め
、
ど
の
よ
う
な
権
力
を
頼
り
、
集
団
化
を

果
た
し
た
の
か
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
し
て
自
ら
の
職
掌
と
結
び
つ
く
烏
帽
子
・
狩

衣
と
い
う
身
分
表
象
を
保
持
し
、
他
の
集
団
と
の
差
別
化
を
図
っ
た
の
か
な
ど
に
焦

点
が
当
て
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
「
身
分
的
周
縁
」
論
の
方
法
は
、
渡
辺
恒
一

に
よ
り
、
あ
る
社
会
的
存
在
を
、
そ
の
存
在
が
属
す
集
団
の
内
部
だ
け
で
な
く
、
外

部
の
他
者
も
含
め
た
社
会
的
諸
関
係
の
総
体
の
な
か
で
、
関
係
論
的
に
分
析
す
る
こ

と
だ
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
（
渡
辺
、
二
〇
〇
〇
、六
）。

筆
者
は
、
こ
う
し
た
新
た
な
研
究
視
角
を
踏
ま
え
、
中
近
世
の
備
後
奴
可
郡
に
お

一
．
問
題
の
所
在

二
．
中
世
末
に
お
け
る
備
北
地
方
の
神
職

　

二
．
一　

備
後
一
宮
か
ら
の
認
証

　

二
．
二　

在
地
領
主
か
ら
の
認
証

三
．
近
世
に
お
け
る
奴
可
郡
の
神
職
と
京
都
吉
田
家

四
．
近
世
奴
可
郡
に
お
け
る
神
職
の
組
織
・
階
層

　

四
．
一　

神
社
祭
祀
の
関
係
者
間
の
階
層

　

四
．
二　

大
氏
神
（
大
宮
）
と
小
宮

五
．
お
わ
り
に
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い
て
、
神
職
が
外
部
の
他
者
と
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
で
、
い
か
に
し
て
「
社
家
衆
」

と
呼
ば
れ
る
神
職
の
同
業
者
集
団
を
編
成
し
、
そ
れ
が
時
代
の
変
化
に
応
じ
て
ど
の

よ
う
に
変
遷
し
て
い
っ
た
の
か
。
ま
た
、
神
職
を
は
じ
め
と
す
る
神
社
祭
祀
の
関
係

者
間
に
形
成
さ
れ
た
階
層
の
実
態
と
、そ
の
背
景
に
あ
る
地
域
的
な
神
社
の
社
格
（
内

部
の
論
理
）
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
際
に
は
、神
社
の
社
役
（
神

職
と
し
て
の
身
分
）
が
誰
に
よ
り
安
堵
さ
れ
る
か
、
神
職
が
ど
の
よ
う
に
名
乗
る
の

か
と
い
う
点
に
注
目
し
て
考
察
し
て
い
く
。

な
お
、
歴
史
資
料
に
お
い
て
は
、
神
祭
祀
を
司
る
男
性
宗
教
者
は
、
神
主
、
社
司
、

禰
宜
、
社
人
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
呼
称
で
記
述
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た

資
料
用
語
を
最
大
限
尊
重
し
た
い
と
思
う
が
、
こ
れ
ら
の
宗
教
者
を
総
括
し
て
述
べ

る
際
に
は
、
総
称
と
し
て
「
神
職
」
と
い
う
用
語
を
使
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
．
中
世
末
に
お
け
る
備
北
地
方
の
神
職

二
．
一
　
備
後
一
宮
か
ら
の
認
証

中
世
末
の
備
北
地
方
に
お
い
て
神
職
と
し
て
活
動
す
る
に
は
、
備
後
国
一
宮
で
あ

る
吉
備
津
神
社
と
在
地
社
会
に
お
け
る
領
主
権
力
の
双
方
か
ら
認
証
さ
れ
る
こ
と
が

必
要
で
あ
っ
た
。

先
行
研
究
者
の
畑
中
誠
治
は
、
備
後
一
宮
に
国
中
の
神
職
が
一
堂
に
会
す
る
座
直

り
の
神
事
に
奉
仕
す
る
こ
と
が
、
在
地
に
お
け
る
神
職
の
身
分
・
職
掌
を
保
証
す
る

こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
（
畑
中
、
一
九
六
三
、二
六
四
）。
管
見

の
限
り
こ
の
神
事
に
つ
い
て
は
、
畑
中
の
ほ
か
に
、
同
じ
研
究
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て

い
た
河
合
正
治
が
言
及
し
た
（
河
合
、
一
九
六
三
、二
八
）
だ
け
で
、
十
分
検
討
さ
れ

て
い
な
い
。
そ
の
た
め
こ
こ
か
ら
は
、
筆
者
が
知
り
得
た
資
料
に
基
づ
き
、
備
後
一

宮
に
お
け
る
座
直
り
の
神
事
の
全
体
像
を
可
能
な
限
り
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

庄
原
市
比
和
町
比
和
山
八
幡
神
社
蔵
『
久
光
家
傳
之
筆
紀
（
１
）』
の
「
神
職
相
続

之
次
第
」
に
は
、
以
下
の
記
述
が
あ
る
。（
資
料
の
引
用
に
際
し
、
正
字
体
は
通
行

字
体
に
直
し
た
。
ま
た
、
読
解
の
た
め
私
に
読
点
を
付
す
と
と
も
に
、
傍
線
及
び
傍

点
を
付
し
た
。
以
下
同
じ
。）

中
昔
ノ
比
社
家
共
吉
田
官
未
セ
ザ
リ
シ
比
ハ
、
一
宮
官
ト
云
イ
テ
当
国
一
宮
ニ

テ
官
ヲ
定
、
或
ハ
一
世
ニ
一
度
一
宮
ノ
嶋
町
ト
云
所
ニ
テ
座ザ

ニ
付
ト
云
テ
儀
式

ア
リ
、

冊
子
態
の
資
料
の
表
紙
に
は
、
貞
享
四
（
一
六
八
七
）
年
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

年
か
ら
天
明
七
（
一
七
八
七
）
年
ま
で
の
事
象
が
編
年
で
書
き
継
が
れ
て
い
る
こ
と

図１　広島県庄原市概略図
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よ
り
、
本
資
料
は
近
世
中
期
の
資
料
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
当
時
主
流
に

な
っ
て
い
た
京
都
の
吉
田
家
か
ら
神
道
裁
許
状
を
取
得
し
、
官
位
を
得
る
こ
と
で
神

職
と
し
て
認
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
ぞ
ら
え
、
か
つ
て
の
状
況
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
一
代
に
一
度
備
後
一
宮
で
開
催
さ
れ
る
嶋
町
の
神
事
（
座
直
り
）

に
出
席
し
（
座
に
付
き
）、
備
後
一
宮
か
ら
官
位
を
取
得
す
る
こ
と
で
神
職
と
認
め

ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
事
情
を
証
す
る
資
料
が
、
比
和
町
三
河
内
八
幡
神
社
の
社
家
を
代
々
務

め
て
き
た
井
西
家
に
残
さ
れ
て
い
る
。
天
正
二
（
一
五
七
四
）
年
に
在
地
領
主
の
三

河
内
通
只
、
通
亮
か
ら
発
給
さ
れ
た
「
三
河
内
通
只
同
通
亮
連
署
宛
行
状
（
折
紙
）」

か
ら
は
、
備
後
一
宮
の
座
直
り
に
出
席
す
る
こ
と
が
在
地
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
評

価
さ
れ
て
い
た
か
を
理
解
で
き
る
。

以
上

井
西
宮
役
儀
、
其
方
相
勤
候
、
当
国
於　

御
一
宮
座
敷
有
之
事
候
、
可
有
其
心

得
候
、
仍
而
如
件
、

天
正
二
年　
　
　
　
　

三
河
守

九
月
五
日　
　
　
　
　

通
只
（
花
押
）

治
兵
衛
尉

通
亮
（
花
押
）

（
広
島
県
、
一
九
七
八
、九
七
二
）

在
地
領
主
の
三
河
内
氏
は
、
一
宮
の
座
直
り
に
お
い
て
座
敷
（
出
席
す
る
権
利
）
を

保
持
す
る
こ
と
を
、
在
地
で
の
宮
役
を
務
め
る
う
え
で
の
心
得
を
持
つ
状
態
だ
と
評

価
し
て
い
た
。
座
直
り
に
出
席
し
備
後
一
宮
か
ら
認
証
を
受
け
る
こ
と
が
、
神
職
と

し
て
活
動
す
る
う
え
で
必
要
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
備
後
一
宮
に
お
け
る
座
直
り
の
神
事
は
、
何
時
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
福
山
市
新
市
町
宮
内
の
吉
備
津
神
社
蔵
「
備
後
吉

備
津
宮
由
緒
書
上
覚
書
」（
宝
暦
五
・
一
七
五
五
年
）
を
確
認
す
る
。

一 

、
御
社
之
儀
ハ
一
国
一
社
之
事
、
依
之
備
後
国
拾
四
郡
惣
氏
、
就
中
、
御
宮

急
御
用
之
節
は
、
近
郡
故
、
品
治
郡
・
芦
田
郡
両
郡
と
し
て
、
相
勤
申
候
事

も
御
座
候
事
、

一 

、右
拾
四
郡
之
大
氏
故
、毎
歳
十
月
御
祭
礼
之
節
は
、国
中
之
禰
宜
、御
境
内
、

嶋
町
・
国
町
ニ
お
ゐ
て
銘
々
定
座
を
構
、
神
事
相
勤
来
り
申
候
事
、

（
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
八
六
、四
七
二
）

備
後
一
宮
の
吉
備
津
神
社
は
、
備
後
国
内
一
四
郡
の
惣
氏
神
（
大
氏
神
）
を
自
称
し

て
い
た
。
そ
れ
故
、
毎
年
一
〇
月
に
開
催
さ
れ
る
御
祭
礼
で
は
、
備
後
国
（
一
四
郡
）

内
の
村
々
で
活
動
す
る
神
職
が
一
宮
へ
参
勤
し
、
嶋
町
・
国
町
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ

で
座
直
り
の
神
事
が
行
わ
れ
て
い
た
。
備
後
国
の
一
宮
（
惣
氏
神
・
大
氏
神
）
で
あ

る
こ
と
が
、
領
域
内
の
神
職
を
支
配
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

品
治
郡
向
永
谷
村
の
庄
屋
馬
屋
原
重
帯
が
、
文
化
五
（
一
八
〇
八
）
年
に
完
成
さ

せ
た
備
後
全
域
の
地
誌
で
あ
る
『
西
備
名
区
』
に
は
、「
吉
備
津
宮
祭
式
畧
」
と
し

て
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

一
、
此
日
（
※
筆
者
註　

一
〇
月
一
七
日
）
嶋
の
町
・
国
の
町
の
大
祭
。
嶋
の

町
は
、
有
地
神
職
注
連
頭
小
田
清
真
太
夫
支
配
に
て
、
国
中
の
神
職
悉
く
集
り

勤
む
。
往
昔
よ
り
小
田
氏
十
四
郡
神
職
頭
と
し
て
支
配
し
、
国
中
神
職
集
り
勤

め
り
。
若
此
神
祭
に
不
参
の
者
は
過
怠
あ
り
。（
中
略
）
嶋
の
町
も
元
芝
居
に

て
大
舞
台
を
す
へ
御
幣
三
本
、
掛
鯛
、
掛
鳥
、
掛
布
抔
か
け
並
べ
祭
祀
す
。
国

の
町
は
唯
御
幣
一
本
の
み
に
て
餝
物
な
し
。
嶋
の
町
の
神
事
は
、
古
へ
国
司
よ

り
祭
典
の
式
な
り
と
言
ひ
伝
ふ
れ
ど
も
、
其
始
り
た
る
年
紀
分
明
な
ら
ず
。
顧

に　

水
野
候
の
時
、
小
田
氏
を
以
て
当
国
社
家
頭
と
し
て
着
座
第
一
に
命
ぜ
ら

れ
し
か
は
、
古
の
例
を
以
て
、
其
頃
よ
り
小
田
氏
支
配
と
は
な
り
し
に
や
。（
中
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略
）
嶋
の
町
は
元
芝
居
に
荒
こ
も
を
敷
、
勤
ら
れ
し
が
、
今
は
其
四
方
に
か
つ

ら
石
を
置
た
り
。（
中
略
）
宝
暦
、
明
和
の
比
迄
は
、
国
中
の
社
人
、
厳
重
に

参
集
せ
し
が
、
色
々
に
難
渋
せ
し
（
た
（
マ
マ
））
め
追
々
参
勤
怠
り
、
奥
方
芸
州
御
領

の
遠
所
は
、
往
返
の
雑
費
に
難
渋
し
、
又
は
注
連
内
の
論
に
よ
り
、
今
は
古
へ

の
半
に
及
は
ず
。
小
田
の
注
連
内
も
又
是
に
つ
れ
、
彼
に
つ
れ
、
漸
く
神
事
つ

と
む
る
の
み
。
神
人
の
お
と
ろ
へ
、
い
と
な
げ
か
し
。

（
得
能
正
通
編
、
一
九
三
一
、二
〇
七
）

備
後
一
宮
の
吉
備
津
宮
に
お
け
る
年
中
行
事
の
一
つ
と
し
て
、
一
〇
月
一
七
日
に
開

催
さ
れ
る
嶋
の
町
・
国
の
町
の
大
祭
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
と
同
書
に
収

録
さ
れ
て
い
る
「
島
之
町
之
図
」
に
よ
る
と
（
得
能
正
通
編
、
一
九
三
一
、二
〇
八

〜
二
〇
九
）、
神
社
内
の
元
芝
居
と
呼
ば
れ
る
場
所
の
四
方
に
四
本
の
竹
が
立
て
ら

れ
、
そ
の
真
ん
中
に
舞
台
が
設
け
ら
れ
た
。
舞
台
に
は
、
御
幣
の
ほ
か
、
御
神
酒
や

鏡
餅
、
鯛
や
鳥
、
布
な
ど
の
供
物
が
並
べ
ら
れ
、
そ
の
周
囲
に
備
後
国
中
か
ら
参
勤

し
た
五
〇
名
を
越
え
る
神
職
が
居
並
ん
で
、嶋
の
町
の
神
事（
座
直
り
）が
行
わ
れ
た
。

こ
の
神
事
を
差
配
し
た
の
が
、
下
有
地
村
在
住
で
備
後
一
四
郡
神
職
頭
の
小
田
清

真
太
夫
だ
と
さ
れ
て
い
る
。『
西
備
名
区
』
の
芦
田
郡
下
有
地
村
の
項
に
は
、
産
土

社
の
艮
神
社
に
関
し
て
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

産
社
、
艮
神
社

上
下
有
地
、相
方
の
産
社
な
り
。
天
正
年
中
、有
地
美
作
守
隆
信
、勧
請
造
営
す
。

能
宗
氏
を
以（

マ
マ
）を
以
て
神
主
と
せ
り
。
今
は
小
田
氏
支
配
た
り
。
小
田
氏
は
元
吉

備
津
宮
神
官
に
て
、
宮
内
三
太
夫
の
一
人
に
し
て
吉
備
津
宮
神
事
に
与
り
、

十
四
郡
よ
り
初
穂
を
納
り
、
元
本
州
一
円
の
注
連
頭
と
し
て
、
世
系
家
譜
に
連

綿
た
り
。
神
務
繁
茂
に
し
て
一
人
の
勤
務
に
て
は
行
届
き
難
き
故
に
、
芸
藩
封

内
は
其
処
々
に
小
注
連
頭
を
立
て
分
け
て
支
配
を
免
し
、
福
藩
封
中
も
又
数
に

分
け
て
掌
せ
し
め
、
今
領
す
る
処
、
神
石
郡
、
甲
努
（
マ
マ
）郡
、
芦
田
郡
、
品
治
郡
、

沼
隈
郡
、
安
那
郡
等
の
内
、
所
々
に
あ
り
。（
中
略
）

其
系　

嵯
峨
天
皇
よ
り
起
り
世
系
連
綿
と
し
て
今
に
至
れ
り
。
水
野
日
向
守
勝

成
朝
臣
、
宮
内
邑
吉
備
津
宮
造
営
遷
宮
に
小
田
又
左
衛
門
太
夫
道
末
と
い
ふ
人

を
社
家
頭
と
し
て
、
座
列
第
一
に
仰
付
ら
れ
し
よ
り
（
後
略
）

（
得
能
正
通
編
、
一
九
三
二
、二
〇
）

上
・
下
有
地
村
の
産
土
社
で
あ
る
艮
神
社
は
、
天
正
年
間
に
勧
請
さ
れ
、
能
宗
氏
を

神
職
と
し
た
が
、
こ
の
当
時
は
小
田
氏
が
神
職
を
務
め
て
い
た
。
も
と
も
と
小
田
氏

は
、
吉
備
津
宮
の
神
職
で
あ
る
「
宮
内
三
太
夫
」
の
一
人
と
し
て
、
吉
備
津
宮
の
神

事
に
関
わ
る
と
と
も
に
、
注
連
頭
と
し
て
備
後
国
一
四
郡
す
べ
て
の
神
職
を
支
配
し

て
い
た
。
し
か
し
小
田
氏
は
、業
務
繁
忙
の
た
め
一
人
で
は
任
を
担
い
き
れ
な
く
な
っ

た
の
で
、
備
後
国
の
領
域
の
う
ち
広
島
藩
（
芸
藩
封
）
の
八
郡
は
各
地
に
小
注
連
頭

を
置
い
て
支
配
を
任
せ
、
自
身
は
福
山
藩
（
福
藩
封
）
の
六
郡
を
支
配
し
て
い
る
の

だ
と
い
う
。
こ
う
し
た
卓
越
し
た
地
位
は
、
吉
備
津
宮
の
鎮
座
地
で
あ
る
品
治
郡
宮

内
村
が
属
す
備
後
福
山
藩
の
初
代
藩
主
水
野
勝
成
に
よ
り
命
じ
ら
れ
た
も
の
な
の
だ

と
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
福
山
藩
の
儒
官
菅
茶
山
が
文
化
六
（
一
八
〇
九
）
年
に
編
纂
し
た
『
福

山
志
料
』
の
下
有
地
村
の
項
に
も
、
小
田
氏
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。

此
村
の
神
官
小
田
氏
は
、
代
々
吉
備
津
宮
の
神
職
に
て
福
山
領
禰
宜
の
司
也
。

禰
宜
い
に
し
へ
は
吉
田
官
と
い
ふ
こ
と
な
く
、
い
つ
れ
も
自
官
に
て
、
そ
の
官

職
を
は
そ
の
家
よ
り
ゆ
る
し
侍
り
。
そ
の
例
に
て
、
い
ま
以
て
神
職
の
も
の
ゝ

名
を
ば
、
此
家
に
て
名
つ
け
ゝ
る
と
云
。

今
按
ニ
、
他
郡
神
職
多
ク
ハ
吉
田
ニ
テ
官
ヲ
ウ
ケ
国
名
等
ヲ
授
カ
ル
コ
ト
、

今
ス
テ
ニ
年
久
シ
。
此
家
ヨ
リ
定
ム
ル
コ
ト
イ
ツ
ノ
頃
ナ
ル
ヤ
。（
後
略
）

（
菅
茶
山
（
晋
帥
）
編
、
一
九
一
〇
ｂ
、
九
）
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福
山
藩
内
の
神
職
（
禰
宜
）
は
、
京
都
の
吉
田
家
か
ら
神
道
裁
許
状
を
得
て
官
位
を

取
得
す
る
以
前
に
は
、
福
山
藩
に
お
け
る
神
職
の
頭
役
を
務
め
る
小
田
氏
か
ら
官
職

を
許
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
現
在
で
も
小
田
氏
か
ら
名
前
を
得
て
神
主
と
し
て

活
動
を
行
う
者
が
い
る
と
い
う
。
こ
の
記
述
は
、
福
山
藩
士
宮
原
直
倁
が
元
文
四

（
一
七
四
一
）
年
よ
り
三
〇
余
年
に
わ
た
っ
て
記
し
た
『
備
陽
六
郡
志
』
の
引
用
で

あ
り
（
得
能
正
通
編　

一
九
二
八
ｂ　

一
五
七
）、近
世
中
期
の
状
況
を
伝
え
て
い
る
。

そ
の
後
、
菅
に
よ
る
「
今
按
ニ
」
と
の
注
釈
に
よ
る
と
、
文
化
年
間
に
は
吉
田
家
か

ら
国
名
な
ど
の
官
途
・
受
領
名
を
受
け
る
こ
と
が
主
流
で
、
小
田
氏
か
ら
名
前
を
得

る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
い
た
。

以
上
の
記
述
か
ら
、
備
後
国
内
の
神
職
は
、
備
後
一
宮
で
開
催
さ
れ
る
座
直
り
の

神
事
（
嶋
町
・
国
町
）
に
参
勤
し
、
神
職
と
し
て
活
動
し
て
い
く
た
め
の
資
格
を
取

得
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
う
し
た
慣
行
は
、
中
世
末
に
は
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
が
推
測
さ
れ
、
そ
の
後
宝
暦
・
明
和
（
一
七
五
一
〜
一
七
七
二
）
の
頃
ま
で
は
、

あ
る
程
度
維
持
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
以
降
に
な
る
と
、
資
格
の
取
得
先
が
備

後
一
宮
か
ら
京
都
の
吉
田
家
へ
と
変
わ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
近
世
期
の
資
料
で
あ
り
、
近
世
的
な
価

値
観
に
基
づ
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
記
述
を
理
解
す
る
に

は
、
中
世
末
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
吉
備
津
宮
と
備
後
国
内
の
政
治
体
制
の
変
動
を

踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
。

備
後
一
宮
の
吉
備
津
宮
は
、
戦
国
期
の
混
乱
の
な
か
で
社
殿
が
焼
亡
し
、
一
旦
廃

絶
し
た
。
そ
の
た
め
、
中
世
期
の
祭
祀
組
織
や
祭
礼
の
実
態
が
判
明
す
る
資
料
は
残

さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
加
え
、
中
世
末
に
広
島
城
を
居
城
と
し
て
中
国
地
方
一
帯

を
支
配
す
る
と
と
も
に
、
社
領
を
寄
進
す
る
な
ど
し
て
吉
備
津
宮
を
保
護
し
た
毛
利

輝
元
は
、
慶
長
五
（
一
六
〇
〇
）
年
の
関
ヶ
原
の
戦
い
で
敗
戦
後
、
防
長
二
国
（
長

州
藩
）
に
転
封
さ
れ
た
。
そ
の
後
毛
利
氏
に
代
わ
り
、
芸
備
両
国
の
太
守
と
し
て
福

島
正
則
が
広
島
城
へ
入
府
す
る
。
し
か
し
福
島
正
則
は
、
洪
水
で
損
壊
し
た
広
島
城

を
無
断
改
修
し
た
咎
に
よ
り
、
元
和
五
年
（
一
六
一
九
年
）
に
改
易
さ
れ
る
。
そ
の

結
果
、
広
大
な
領
地
は
分
割
さ
れ
て
、
安
芸
と
備
後
八
郡
の
広
島
藩
と
、
備
中
西
南

部
と
備
後
六
郡
の
福
山
藩
が
設
け
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
中
世
に
お
い
て
備
後
一
宮
の

勢
力
範
囲
で
あ
っ
た
備
後
国
が
、
近
世
に
な
る
と
広
島
藩
と
福
山
藩
の
二
つ
に
分
け

ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
初
代
福
山
藩
主
の
水
野
勝
成
は
、
荒
廃
し
て
い
た
吉
備
津
宮
の
復
興
を
行

い
、社
領
を
寄
進
す
る
と
と
も
に
、慶
安
元（
一
六
四
八
）年
に
は
社
殿
の
造
営
を
行
っ

た
。
そ
の
際
に
は
、
新
た
に
神
宮
寺
が
設
け
ら
れ
、
神
宮
寺
を
中
心
に
し
て
祭
祀
組

織
が
再
編
成
さ
れ
た
。
福
山
市
新
市
町
宮
内
吉
備
津
神
社
蔵
の
「
吉
備
津
宮
差
出
帳
」

（
宝
永
八
・
一
七
一
一
年
）
に
は
、
神
社
組
織
の
成
員
と
し
て
五
八
名
の
名
前
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
見
て
い
く
と
、
所
司
（
神
宮
寺
別
当
が
兼
職
）
以
下
、
所

司
長
・
宮
司
幣
取
（
六
人
）・
所
司
（
七
人
）・
供
僧
（
八
人
）・
巫
司
・
巫
（
六
人
）・

楽
人
（
七
人
）
の
ほ
か
、
役
人
・
馬
衆
・
茶
番
・
火
明
・
大
工
な
ど
の
神
人
の
後
に
、

払
社
（
２
）
と
し
て
小
田
主
殿
・
黒
瀬
山
城
・
小
高
佐
渡
の
三
人
が
記
さ
れ
て
い
る
（
新

市
町
史
編
纂
委
員
会
編
、
二
〇
〇
二
、一
九
六
〜
二
〇
〇
）。
近
世
の
吉
備
津
宮
の
組

織
に
お
け
る
小
田
氏
の
地
位
は
、
非
常
に
低
い
こ
と
が
わ
か
る
。

『
備
陽
六
郡
志
』
に
よ
る
と
、
小
田
氏
は
、
吉
備
津
宮
の
所
在
す
る
宮
内
村
か
ら

見
て
南
方
の
芦
田
川
を
挟
ん
だ
対
岸
に
位
置
す
る
芦
田
郡
上
有
地
村
・
下
有
地
村
・

相
方
村
の
産
土
社
で
あ
る
艮
大
明
神
な
ど
の
神
職
（
禰
宜
）
と
し
て
、
下
有
地
村
に

居
住
し
て
い
た
。
ま
た
、
同
じ
職
掌
の
黒
瀬
・
小
高
氏
も
、
宮
内
村
の
東
隣
に
位
置

す
る
上
・
下
安
井
村
に
所
在
す
る
諸
社
の
禰
宜
を
務
め
て
い
た
（
得
能
正
通
編
、

一
九
二
八
、三
〇
九
〜
三
一
三
）。
こ
の
よ
う
に
払
社
の
者
た
ち
は
、
吉
備
津
宮
で
の

神
役
か
ら
得
ら
れ
る
収
入
だ
け
で
は
生
活
出
来
ず
、
禰
宜
と
し
て
近
隣
村
落
の
神
社

祭
祀
を
担
う
こ
と
で
、
生
計
を
立
て
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
小
田
氏
は
、

近
世
の
吉
備
津
宮
の
祭
祀
組
織
に
お
い
て
は
末
端
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
が
、
そ

の
由
緒
か
ら
神
職
注
連
頭
と
し
て
備
後
国
内
の
神
職
を
支
配
し
、
国
内
の
各
地
か
ら

神
職
が
参
勤
し
て
開
催
さ
れ
る
座
直
り
の
神
事
を
差
配
し
て
い
た
。

注
連
頭
の
小
田
氏
は
、
近
世
社
会
に
お
い
て
こ
う
し
た
二
律
背
反
の
状
況
に
置
か
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れ
て
い
た
が
、
備
後
一
宮
を
後
ろ
盾
と
す
る
小
田
氏
の
権
威
は
、
奴
可
郡
で
は
近
世

中
期
で
も
機
能
し
て
い
た
。
庄
原
市
東
城
町
戸
宇
神
社
杤
木
家
に
は
、「
神
役
相
定

之
事
」（
享
保
二
年
・
一
七
一
七
）
と
い
う
資
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
資
料
は
、

奴
可
郡
戸
宇
村
の
氏
神
八
幡
宮
・
一
宮
宮
（
現
戸
宇
神
社
）
の
社
家
で
あ
る
「
宮
脇
」

杤
木
家
の
当
主
杤
木
山
城
が
、
息
子
の
杤
木
豊
後
を
「
宮
脇
」
杤
木
家
の
跡
継
ぎ
に

す
る
と
と
も
に
、
新
た
に
分
家
と
し
て
「
宮
本
」
杤
木
家
を
創
出
し
、
息
子
の
杤
木

但
馬
に
継
が
せ
る
際
に
作
成
さ
れ
た
資
料
で
あ
る
。
資
料
中
に
「
当
村
社
法
社
役
両

大
夫
中
分
ケ
之
証
文
」
と
あ
る
よ
う
に
、
戸
宇
村
に
お
け
る
氏
神
祭
祀
や
村
方
祭
祀

な
ど
の
社
役
の
分
担
、
初
穂
の
配
分
な
ど
に
関
す
る
、
両
社
家
が
交
わ
し
た
誓
約
書

で
あ
る
。
こ
の
誓
約
書
の
末
尾
に
は
、
当
時
の
村
役
人
や
同
村
に
住
む
杤
木
家
の
分

家
た
ち
の
署
名
と
と
も
に
、「
宮
内
一
宮
神
主　

小
田
主
殿
頭
」
の
署
名
が
あ
る
（
東

城
町
教
育
委
員
会
、
一
九
八
二
、七
七
三
〜
七
七
四
）。
広
島
藩
奴
可
郡
の
社
家
が
、

福
山
藩
領
に
所
在
す
る
備
後
一
宮
の
小
田
氏
に
承
認
を
求
め
る
と
い
う
特
異
な
事
例

か
ら
は
、
近
世
以
前
か
ら
続
く
備
後
一
宮
の
権
威
が
、
近
世
中
期
の
時
点
で
も
一
定

程
度
意
味
を
な
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
よ
り
、
中
世
に
淵
源
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
備
後
国
一
宮
の
権
威
や
機
能
が
、

近
世
に
お
け
る
広
島
藩
と
福
山
藩
と
い
う
二
つ
の
政
治
体
制
が
構
築
さ
れ
、
新
た
な

吉
備
津
宮
の
祭
祀
組
織
が
編
成
さ
れ
た
こ
と
と
、
京
都
吉
田
家
の
神
職
支
配
に
お
け

る
影
響
力
の
拡
大
に
よ
り
、
変
容
し
て
い
っ
て
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
座
直
り

に
つ
い
て
は
、
一
次
資
料
が
な
い
た
め
、
近
世
の
二
次
資
料
に
拠
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
が
、
中
世
末
か
ら
近
世
中
期
に
か
け
て
は
、
神
職
の
職
分
を
保
障
す
る
装

置
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

さ
て
、
本
稿
で
焦
点
を
当
て
て
い
る
備
北
地
方
の
神
職
は
、
何
時
か
ら
何
時
頃
ま

で
備
後
一
宮
の
座
直
り
へ
参
勤
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。『
福
山
志
料
』
に
は
、
応

永
元
（
一
三
九
四
）
年
の
「
座
直
り
古
図
」
が
収
録
さ
れ
て
お
り
（
菅
茶
山
（
晋
帥
）

編
、
一
九
一
〇
、一
五
）、
こ
こ
に
見
え
る
「
た
ら
わ
し
」
は
、
奴
可
郡
川
西
村
八
幡

神
社
の
社
家
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
東
城
町
、
一
九
九
九
、四
二
八
）。

ま
た
、古
図
中
の「
た
か
の
山
」に
比
定
さ
れ
る
恵
蘇
郡
南
村
八
幡
神
社
堀
江
家
に
は
、

年
不
詳
の
「
当
国
一
宮
神
事
座
次
第
」
が
残
さ
れ
て
い
る
（
堀
江
、
一
九
九
七
、

四
六
）。
さ
ら
に
、『
福
山
志
料
』に
収
録
さ
れ
て
い
る
宝
永
五（
一
七
〇
八
）年
の「
島

之
町
之
図
」
に
は
、
奴
可
郡
内
の
社
家
と
し
て
久
代
村
・
福
代
村
・
戸
宇
村
・
川
鳥
村
・

西
城
の
社
家
が
確
認
で
き
、「
国
町
之
図
」
に
は
「
東
城
多
羅
王
」
と
し
て
川
西
村

八
幡
神
社
の
社
家
の
存
在
が
見
え
る
（
菅
茶
山
（
晋
帥
）
編
、
一
九
一
〇
、一
二
〜

一
四
）。

こ
の
よ
う
に
備
北
地
方
の
神
職
は
、
南
北
朝
時
代
末
か
ら
近
世
中
期
ま
で
、
備
後

一
宮
に
お
け
る
座
直
り
に
参
勤
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
座
直
り
は
、
時
代
の
変
遷

の
な
か
で
そ
の
形
態
を
変
化
さ
せ
て
き
た
が
、
中
世
末
に
お
い
て
は
、
備
後
国
内
の

村
々
で
宗
教
活
動
を
行
う
神
職
の
職
分
を
保
障
す
る
意
義
を
有
し
て
い
た
。

二
．
二
　
在
地
領
主
か
ら
の
認
証

中
世
末
の
備
北
地
方
に
お
い
て
は
、
備
後
一
宮
と
い
う
地
域
社
会
の
外
部
か
ら
社

役
の
認
証
を
受
け
る
だ
け
で
な
く
、
在
地
領
主
か
ら
の
社
領
や
社
役
の
安
堵
を
得
る

こ
と
が
肝
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
奴
可
郡
の
隣
に
位
置
す
る
恵
蘇
郡
の
社
家
に

は
、
中
世
後
期
に
在
地
領
主
か
ら
宮
役
・
社
役
を
安
堵
さ
れ
た
書
状
が
多
数
残
さ
れ

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
比
和
町
三
河
内
八
幡
神
社
井
西
家
に
は
、
在
地
領
主
の
三
河

内
通
忠
、
通
亮
か
ら
発
給
さ
れ
た
宛
行
状
が
残
さ
れ
て
い
る
。

今
度
神
左
衛
門
至
大
屋
被
退
転
候
へ
共
、
子
細
候
而
召
帰
候
条
、
井
西
の
大
夫

別
当
役
幷
屋
敷
共
ニ
末
代
無
役
ニ
預
ケ
進
之
候
、
為
永
代
仍
如
件
、

十

天
正
十
七
年一
月
十
七
日　
　
　
　
　

通
忠
（
花
押
）

通
亮
（
花
押
）

神
左
衛
門　
　
　
　
　
（
広
島
県
、
一
九
七
八
、九
七
三
）

本
資
料
に
よ
れ
ば
、
当
時
井
西
氏
は
、
な
ん
ら
か
の
理
由
で
本
貫
地
で
あ
る
恵
蘇
郡
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三
河
内
か
ら
山
（
防
地
峠
）
を
越
え
た
奴
可
郡
大
屋
ま
で
退
転
し
て
い
た
が
、
三
河

内
へ
帰
還
す
る
際
に
領
主
か
ら
当
地
に
お
け
る
「
大
夫
別
当
役
」
と
「
屋
敷
」
が
永

代
安
堵
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
庄
原
市
山
内
町
本
郷
艮
神
社
の
社
家
を
代
々
務
め
て
き
た
児
玉
家
に
は
、

戦
国
期
に
お
け
る
有
力
国
人
領
主
の
山
内
隆
通
か
ら
発
給
さ
れ
た
天
文
一
七

（
一
五
四
八
）
年
の
書
状
が
残
さ
れ
て
い
る
。
艮
神
社
が
所
在
す
る
本
郷
に
は
、
元

享
年
間
（
一
三
二
一
〜
一
三
二
四
）
以
来
、
恵
蘇
郡
の
ほ
ぼ
全
域
を
占
め
た
地
毗
庄

の
地
頭
や
備
後
国
守
護
代
を
務
め
て
き
た
山
内
氏
の
惣
領
家
が
居
住
し
た
甲
山
城
が

あ
り
、
艮
神
社
は
居
城
守
護
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
惣
領
家
と
強
く
結
び
つ
い

た
艮
神
社
の
社
家
は
、
中
世
末
に
は
惣
領
家
の
領
内
（
恵
蘇
郡
と
三
上
郡
の
一
部
）

社
家
筆
頭
役
を
務
め
、
近
世
初
期
に
も
恵
蘇
郡
山
内
組
の
社
家
筆
頭
役
を
務
め
る
な

ど
、
備
北
地
方
に
お
け
る
有
力
社
家
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

丑
寅
遺
跡
幷
大
夫
職
之
事
、
任
直
通
一
行
之
旨
申
付
候
、
不
可
有
相
違
候
也
、

恐
々
謹
言
、

十

天
正
十
七
二
月
十
四
日　
　
　
　
　

隆
通　
（
花
押
）

澄
澤
九
良
左
衛
門
尉
と
の　
　
　
　
　
（
広
島
県
、
一
九
七
八
、九
八
三
）

こ
こ
で
は
、
艮
神
社
に
関
す
る
「
遺
跡
」
と
「
大
夫
職
」
を
澄
澤
九
良
左
衛
門
尉
が

継
ぐ
こ
と
を
、
先
代
の
山
内
直
通
が
認
証
し
た
の
に
続
き
、
新
当
主
の
隆
通
も
安
堵

し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
神
社
の
社
役
を
務
め
る
に
は
、
神
社
の
所
在
地
を
治
め
て
い
る
在

地
領
主
か
ら
認
証
を
受
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。

さ
ら
に
こ
こ
で
、
資
料
に
出
て
く
る
「
大
夫
」
と
い
う
単
語
に
注
目
し
た
い
。
備

北
地
方
で
は
、
中
世
末
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
、
神
社
の
宮
役
の
こ
と
を
「
大
夫

別
当
役
」「
大
夫
職
」
と
呼
ぶ
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
大
夫
」
と
い
う
単

語
が
、
神
職
の
立
場
を
表
す
言
葉
と
し
て
通
用
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
事
情
は
、
高

野
町
南
大
宮
八
幡
神
社
堀
江
家
（
３
）
蔵
慶
長
一
三
（
一
六
〇
八
）
年
の
「
恵
蘇
郡
社

家
衆
掟
之
事
写
」
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。
こ
の
資
料
に
は
、
恵
蘇
郡
（
二
四
名
）
と

三
上
郡
（
六
名
）
の
社
家
衆
が
連
署
し
て
い
る
が
、「
大
く
ほ
の
安
久
代
小
か
け
」「
高

の
内
小
用
ノ
宮
本
」
と
い
う
不
明
の
二
名
以
外
は
、「
志
も
原
の
民
部
大
夫
」「
三
河

内
の
右
京
大
夫
」
な
ど
「
○
○
大
夫
」
を
名
乗
る
一
三
名
、「
か
み
む
ら
の
物
申
」

な
ど
「
物
申
」
を
名
乗
る
二
名
、「
た
か
の
山
堀
江
金
次
郎
」「
山
王
さ
つ
平
の
惣
左

衛
門
尉
」
な
ど
俗
名
を
名
乗
る
一
三
名
に
分
け
ら
れ
る
（
堀
江
、
一
九
九
七
、

一
〇
三
〜
一
〇
五
）。
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
名
前
を
見
る
と
、
起
請
文
の
宛
先
で
あ

る
現
庄
原
市
本
郷
艮
神
社
の
火
矢
廻
大
夫
、
後
に
恵
蘇
郡
内
伊
与
組
注
連
頭
を
務
め

る
現
比
和
町
比
和
八
幡
神
社
の
神
祇
大
夫
な
ど
の
有
力
社
家
も「
大
夫
」号
を
名
乗
っ

て
い
た
。

中
世
末
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
て
の
資
料
か
ら
は
、
備
北
地
方
に
お
け
る
神
職
を

示
す
単
語
と
し
て
「
神
主
」「
社
人
」「
太
夫
」「
大
夫
」「
法
者
」「
物
申
」
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
名
称
が
見
出
せ
る
が
、
な
か
で
も
「
太
夫
」「
大
夫
」
と
称
す
る
事
例
が

多
い
。
備
北
地
方
で
「
太
夫
」「
大
夫
」
号
を
名
乗
る
宗
教
者
は
、
各
地
を
遊
行
し

芸
能
や
祭
祀
を
行
っ
て
生
計
を
た
て
る
下
級
宗
教
者
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
荘
園

や
郷
の
鎮
守
と
し
て
在
地
領
主
か
ら
寄
進
を
受
け
る
大
き
な
神
社
の
神
職
も
含
ん
で

い
た
。
こ
う
し
た
こ
と
が
備
北
地
方
に
お
け
る
「
太
夫
」
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
た

め
筆
者
は
、
備
北
地
方
に
お
け
る
中
世
末
か
ら
近
世
初
期
の
神
職
を
捉
え
る
言
葉
と

し
て
、
先
行
研
究
者
の
岩
田
勝
が
注
目
し
た
「
法
者
」（
岩
田
、
一
九
八
二
、

一
九
八
三
）
で
は
な
く
、「
太
夫
」
を
用
い
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
隣
の
恵
蘇
郡
に
関
し
て
は
中
世
の
年
記
を
持
つ
資
料
が
多
く
残

さ
れ
て
お
り
、
先
行
研
究
者
に
よ
り
多
く
の
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ

で
は
、
本
稿
の
考
察
対
象
で
あ
る
奴
可
郡
で
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
国
郡
志
御
用
ニ
付
下
し
ら
べ
書
出
帳
」（
以
下
「
書
出
帳
」
と
略
す
）
は
、
文
政

八
（
一
八
二
五
）
年
に
広
島
藩
が
作
成
し
た
地
誌
『
芸
藩
通
志
』
を
作
る
た
め
、
藩

内
の
村
々
に
提
出
さ
せ
た
記
録
で
あ
る
。
奴
可
郡
に
は
、
文
政
二
年
に
城
下
の
国
郡
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志
方
に
提
出
し
た
控
え
三
冊
と
と
も
に
、
提
出
後
か
ら
文
政
八
年
に
か
け
て
郡
御
用

掛
り
で
改
訂
さ
れ
た
四
一
冊
（
郡
辻
一
冊
と
各
村
四
〇
冊
）
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
資
料
は
、
当
地
域
の
歴
史
や
民
俗
を
研
究
す
る
う
え
で
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い

貴
重
な
資
料
の
一
つ
で
あ
る
。
小
奴
可
村
か
ら
差
し
出
さ
れ
た
「
書
出
帳
」
に
は
、

東
城
町
小
奴
可
奴
可
神
社
の
神
職
を
代
々
務
め
て
き
た
中
島
家
に
つ
い
て
、
以
下
の

記
述
が
あ
る
。

一
旧
家　
　

社
人
日
向

委
敷
書
記
者
無
御
座
候
得
共
、
往
古
ゟ
神
職
相
務
旧
家
ニ
御
座
候
、
此
先

キ
書
写
之
通
、
古
ひ
た
る
書
持
伝
居
申
候
、
其
外
百
年
位
之
家
ハ
御
座
候

得
と
も
、
格
別
之
書
画
之
類
無
御
座
候
ニ
付
書
上
不
申
候
、

竪
紙小

奴
可
奥
分
幷
里
分
・
湧
喜
・
小
鳥
原
之
事
、
如
前
々
可
勤
者
也
、
依

如
件

天
文
四
年　

二
月
二
日　

高
盛　
〔
花
押
〕

柴
野
善
左
衛
門
殿

小
奴
可
奥
里
両
社
当
役
之
儀
、
自
分
之
任
持
来
候
間
、
井
嶋
神
左
衛
門

申
付
候
前
ゟ
筋
目
之
事
ニ
候
間
、
可
相
堅
勤
、
幷
由
来
・
小
鳥
原
領
中

之
事
ハ
可
任
其
身
者
也
、
一
筆
如
件
、

享
保
元
戌
子
十
一
月
廿
日　

歳
親　
〔
花
押
〕

中
嶋
神
左
衛
門
殿

折
紙　

文
字
難
分
り

永
正
十
四
年　

十
二
月
十
三
日

右
之
通
御
座
候
、
以
上
（
東
城
町
、
一
九
九
四
、二
二
八
）

天
文
四
（
一
五
三
五
）
年
の
書
状
で
は
、
奴
可
郡
一
帯
を
支
配
し
て
い
た
在
地
領
主

の
宮
高
盛
と
思
わ
れ
る
人
物
が
、
小お

ぬ

か
奴
可
・
油ゆ

き木
（
湧
喜
）・
小ひ
と
と
ば
ら

鳥
原
に
お
け
る
社

役
を
安
堵
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
文
書
の
発
給
を
受
け
て
い
る
柴
野
善
左
衛
門
が
、

現
在
ま
で
続
く
社
家
で
あ
る
中
島
家
の
人
物
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
は
明

ら
か
で
は
な
い
。
二
つ
目
の
享
保
元
（
一
七
一
六
）
年
の
資
料
で
あ
る
が
、
享
保
元

年
は
丙
申
で
あ
り
、
こ
れ
は
戌
子
に
あ
た
る
享
禄
元
（
一
五
二
八
）
年
の
誤
記
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
も
、
中
島
神
左
衛
門
家
が
、
小
奴
可
・
油
木
（
由
来
）・

小
鳥
原
領
内
に
お
け
る
社
役
を
代
々
務
め
る
こ
と
（
筋
目
）
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

他
に
も
永
正
一
四
（
一
五
一
七
）
年
の
文
書
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
現
在
中
島
家
に
こ

れ
ら
の
資
料
は
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
近
世
後
期
の
地
誌
に
採
録
さ
れ
た
記
録
で

あ
る
が
、
当
時
の
消
息
を
推
測
さ
せ
る
貴
重
な
資
料
と
し
て
評
価
で
き
る
。

ほ
か
に
、
中
世
末
に
お
け
る
神
社
と
在
地
領
主
と
の
結
び
つ
き
を
示
す
資
料
と
し

て
は
、
各
神
社
に
残
さ
れ
た
棟
札
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
東
城
町
戸
宇
神
社
蔵
の
天

正
六
（
一
五
七
八
）
年
の
棟
札
に
は
、
在
地
領
主
の
宮
智
盛
と
代
官
田
辺
藤
蔵
人
盛

利
の
名
前
が
見
え
る
。
そ
の
他
の
奴
可
郡
内
に
残
さ
れ
て
い
る
中
世
期
の
棟
札
に
も
、

大
檀
那
と
し
て
源
姓
や
藤
原
姓
を
持
つ
者
が
名
を
連
ね
て
お
り
、
在
地
領
主
や
そ
の

代
官
な
ど
支
配
者
層
の
武
士
が
、神
社
を
経
済
的
に
支
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
東

城
町
、
一
九
九
四
、一
〇
四
〜
一
一
〇
）。
わ
ず
か
な
資
料
し
か
提
示
で
き
て
い
な
い

が
、奴
可
郡
で
も
、在
地
領
主
が
領
内
神
社
の
社
役
を
安
堵
す
る
と
い
う
構
図
が
あ
っ

た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

そ
の
後
、
宮
氏
や
山
内
氏
な
ど
中
世
の
在
地
領
主
た
ち
は
、
多
く
が
主
君
で
あ
る

毛
利
家
の
防
長
二
国
へ
の
転
封
に
伴
い
こ
の
地
を
離
れ
た
。
新
た
に
芸
備
両
国
へ
入

府
し
た
福
島
正
則
は
、
慶
長
六
（
一
六
〇
一
）
年
に
領
内
の
検
地
を
行
い
、
村
切
り

に
よ
る
近
世
村
の
創
出
と
社
領
・
寺
領
の
没
収
を
行
っ
た
。
こ
う
し
て
神
社
祭
祀
を

支
え
て
き
た
従
来
の
経
済
基
盤
が
崩
壊
し
た
た
め
、
神
職
た
ち
は
近
世
村
に
居
住
す

る
百
姓
層
に
門
戸
を
広
げ
、
彼
ら
を
取
り
込
み
な
が
ら
神
社
を
経
営
し
て
い
く
よ
う

に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
郡
内
の
神
社
に
残
さ
れ
た
棟
札
の
記

述
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
中
世
期
の
棟
札
に
は
大
檀
那
と
し
て
在
地
領
主
の
名
前
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の
み
記
さ
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
が
、
近
世
に
な
る
と
願
主
や
施
主
と
し
て
庄
屋
や

組
頭
な
ど
複
数
の
村
役
人
の
名
前
が
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

三
．
近
世
に
お
け
る
奴
可
郡
の
神
職
と
京
都
吉
田
家

寛
文
五
（
一
六
六
五
）
年
に
幕
府
か
ら
諸
社
禰
宜
神
主
法
度
が
発
布
さ
れ
る
と
、

奴
可
郡
で
も
京
都
の
吉
田
家
か
ら
神
道
裁
許
状
を
得
る
社
家
が
増
え
て
い
く
（
４
）。

た
と
え
ば
、
寛
文
八
（
一
六
六
八
）
年
に
奴
可
郡
戸
宇
村
（
現
東
城
町
）
の
社
人
杤

木
佐
兵
衛
は
、
戸
宇
村
の
氏
神
社
で
あ
る
八
幡
宮
一
宮
宮
の
官
と
し
て
受
領
し
、
杤

木
山
城
掾
藤
原
秀
久
を
名
乗
っ
た
（
東
城
町
教
育
委
員
会
、
一
九
八
二
、一
八
二
）。

ま
た
、森
村
白
鬚
神
社
の
社
人
中
島
定
盛
は
、寛
永
二
〇
（
一
六
四
三
）
年
に
雅
楽
丞
、

川
鳥
村
の
八
幡
神
社
の
社
人
中
島
重
久
は
、
寛
文
五
（
一
六
六
五
）
年
に
和
泉
正
を

吉
田
家
か
ら
得
て
い
る
（
中
島
、
一
九
四
二
、一
四
、一
八
）。

こ
う
し
た
状
況
は
、
各
神
社
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
棟
札
か
ら
も
伺
え
る
（
５
）。
西

城
町
中
野
八
幡
神
社
に
蔵
さ
れ
る
寛
永
一
八
（
一
六
四
一
）
年
の
「
八
幡
大
菩
薩
宮

再
興
棟
札
」
に
は
、
神
職
の
名
前
と
し
て
「
民
部
太
夫
幷
白
根
次
良
右
衛
門
尉
諸
社

人
等
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
四
〇
年
後
の
天
和
元
（
一
六
八
一
）
年
に
作
成
さ
れ

た
「
八
幡
大
菩
薩
宮
再
建
棟
札
」
に
は
、「
神
主
伊
藤
山
城
尉
房
次
」
と
記
さ
れ
て

い
る
（
黒
田
、
一
九
九
三
、三
九
）。
中
野
村
か
ら
差
し
出
さ
れ
た
「
書
出
帳
」
の
神

祠
の
項
に
は
、
八
幡
神
社
の
抱
社
人
を
務
め
る
伊
藤
豊
前
に
つ
い
て
、「
先
祖
右
エ

門
ヨ
リ
次
良
四
郎
迠
五
代
無
官
六
代
目
民
部
の
代
ニ
吉
田
表
ニ
テ
致
官
職
豊
前
迠

十
一
代
神
職
相
続
仕
候
」（
西
城
町
教
育
委
員
会
編
、
二
〇
〇
五
、二
九
七
）
と
あ
り
、

寛
永
年
中
の
棟
札
に
出
て
き
た
民
部
が
伊
藤
家
の
人
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
八

幡
神
社
の
神
職
を
代
々
務
め
て
き
た
伊
藤
家
の
人
物
は
、
民
部
太
夫
か
ら
、
神
主
・

大
宮
司
と
し
て
官
途
・
受
領
名
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
、
西
城
町
大
佐
天あ

ま
と戸
神
社
に
蔵
さ
れ
る
元
禄
六
（
一
六
九
三
）
年
の
「
天
戸

神
社
再
建
棟
札
」に
は
、神
主
五
兵
衛
清
次
と
幣
頭
弥
五
左
衛
門
の
名
前
が
見
え
た
が
、

享
保
六
（
一
七
二
一
）
年
の
「
天
戸
神
社
再
建
棟
札
」
に
は
、神
主
御
崎
丹
波
守
正
重
、

幣
頭
御
崎
伊
勢
守
正
次
、御
崎
京
右
衛
門
正
信
が
出
て
く
る
（
白
根
、一
九
九
六
、二
）。

元
禄
年
間
の
「
神
主
」
と
「
幣
頭
」
は
、
俗
名
を
名
乗
っ
て
い
た
が
、
享
保
年
間
に

は
吉
田
家
か
ら
取
得
し
た
官
途
・
受
領
名
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

さ
ら
に
、西
城
町
入
江
尺
田
熊
野
神
社
に
蔵
さ
れ
る
宝
永
四（
一
七
〇
五
）年
の「
熊

野
新
宮
再
建
棟
札
」
に
は
、「
願
主
太
夫
岡
崎
但
馬
守
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
「
太
夫
岡
崎
但
馬
守
」
と
は
、
六
年
後
の
正
徳
元
（
一
七
一
一
）
年
「
熊
野
宮
再 図２　東城町小奴可奴可神社中島家蔵「神道裁許状」（貞享三・一六八六年）
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建
棟
札
」
に
お
け
る
「
社
人
岡
崎
但
馬
長
繁
」
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
（
黒
田
、

一
九
九
〇
ａ
、
三
三
）。
こ
こ
で
は
、
従
来
の
「
太
夫
」
と
い
う
名
称
と
新
た
に
取

得
し
た
「
但
馬
守
」
と
い
う
受
領
名
が
同
居
し
て
お
り
、
過
渡
期
の
一
例
と
し
て
興

味
深
い
。
こ
の
こ
と
よ
り
、「
太
夫
」
と
い
う
言
葉
が
、
近
世
中
期
に
お
い
て
も
神

職
の
こ
と
を
表
す
名
詞
と
し
て
わ
ず
か
に
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
た
事
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
一
六
五
〇
〜
一
七
五
〇
年
の
間
が
、
吉
田

家
の
影
響
が
こ
の
地
域
へ
全
面
的
に
浸
透
し
て
い
く
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
伴
い

「
太
夫
」
と
い
う
名
称
は
、
近
世
中
期
以
降
の
資
料
か
ら
ほ
と
ん
ど
見
え
な
く
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
地
方
の
神
職
が
○
○
宮
の
「
祀
官
」
と
し
て
身
分
を
確
立
す

る
例
は
、
時
代
を
下
る
に
つ
れ
増
え
、
近
世
中
期
に
は
、
ほ
と
ん
ど
の
社
家
が
、
京

都
の
吉
田
家
か
ら
神
道
裁
許
状
を
得
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
は
、

庄
原
市
東
城
町
戸
宇
神
社
杤
木
家
蔵
「
神
祇
道
御
制
儀　

写
」（
延
享
五
年
・

一
七
四
八
）
か
ら
う
か
が
え
る
。
こ
の
資
料
の
末
尾
に
は
、
奴
可
郡
内
で
「
社
家
」

と
認
識
さ
れ
て
い
た
者
た
ち
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。（
資
料
を
翻
刻
す
る
に

あ
た
り
、
紙
幅
の
関
係
上
、
郡
中
社
家
衆
中
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
人
名
の
部
分

に
関
し
て
は
、
資
料
中
の
改
行
を
／
で
示
し
た
。）

（
前
略
）

延
享
辰戌

年
五
月

　
　
　
　

鈴
鹿
筑
前
守

　
　
　
　

鈴
鹿
周
防
守

備
後
奴
可
郡
注
連
頭
役

　
　

伊
藤
二
卅
主
殿

右
之
通
御
借
用
し
写
幷御

制
儀
順
達
仕
候
已
上

　
　
　
　

伊
達
日
向

辰
八
月　

岡
崎
三
河

　
　
　
　

伊
藤
二
卅

郡
中
社
家
衆
中

白
根
豊
後
／
瀬
尾
摂
津
／
伊
達
筑
前
／
津
田
若
狭
／
御
崎
山
城
／
同
名
因
幡
／

松
尾
摂
津
／
中
嶋
河
内
／
堀
井
加
賀
／
中
嶋
安
房
／
同
名
主
馬
／
木
山
出
羽
／

高
尾
左
京
／
熱
（
須
？
）田
長
門
／
須
田
豊
前
／
高
尾
薩
摩
／
廣
田
土
佐
／
同
名
因
幡
／

高
尾
美
濃
／
杤
木
対
馬
／
金
丸
和
泉
／
後
藤
讃
岐
／
同
名
丹
波
／
金
丸
筑
後
／

後
藤
山
城
／
同
名
伊
右
衛
門
／
神
部
薩
摩
／
同
名
筑
前
／
杤
木
豊
後
／
同
名
但

馬
／
高
尾
播
磨
／
若
林
若
狭
／
田
邊
薩
摩
／
木
村
伊
豫

京
都
の
吉
田
家
の
家
老
鈴
鹿
家
か
ら
、
備
後
国
奴
可
郡
の
社
家
衆
へ
触
れ
が
な
さ
れ
、

郡
内
の
社
家
間
で
順
達
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
は
合
計
三
七
名
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
が
、
後
藤
伊
右
衛
門
以
外
は
、
す
べ
て
官
途
・
受
領
名
を
名
乗
っ
て
お
り
、

こ
の
時
点
で
郡
内
の
神
職
の
ほ
と
ん
ど
が
、
吉
田
家
か
ら
神
道
裁
許
状
を
取
得
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
引
野
が
紹
介
し
て
い
る
広
島
藩
山
県
郡
の
事
例
で
は
、
延
享

二（
一
七
四
五
）年
当
時
山
県
郡
内
で
活
動
し
て
い
た
二
二
名
の
神
職
の
う
ち
、受
領
・

官
途
名
を
名
乗
る
の
は
七
名
の
み
で
、
八
名
が
太
夫
号
を
名
乗
り
、
七
名
は
俗
名
を

名
乗
っ
て
い
た
（
引
野
、
二
〇
〇
二
、一
〇
）。
こ
う
し
た
事
例
と
比
べ
る
と
、
奴
可

郡
は
驚
く
べ
き
多
さ
で
あ
る
。

ま
た
、
郡
中
社
家
衆
中
と
し
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
者
た
ち
と
は
別
に
記
さ
れ
て
い

る
三
人
の
社
家
に
注
目
し
た
い
。
中
野
村
の
伊
藤
二
卅
、
入
江
村
の
岡
崎
三
河
、
大

屋
村
（
も
し
く
は
中
迫
村
）
の
伊
達
日
向
は
、
奴
可
郡
全
域
の
社
家
組
織
に
お
け
る

頭
役
を
務
め
て
い
た
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
西
城
町
入
江
尺
田
熊
野
神
社
に
蔵
さ
れ

る
宝
暦
三
（
一
七
五
三
）
年
の
「
三
ノ
宮
修
復
棟
札
」
に
、「
郡
注
連
頭
伊
達
齋
宮
幸

富　

同
当
神
主
岡
崎
参
河
久
次　

同
伊
達
日
向
幸
次
」（
黒
田
、
一
九
九
〇
ｂ
、

四
二
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
奴
可
郡
の
注
連
頭
は
、
奴
可
・
三
上
両
郡
を

ま
と
め
る
代
官
所
が
置
か
れ
た
西
城
町
に
近
い
三
社
家
が
務
め
て
い
た
。

こ
う
し
た
郡
毎
の
社
家
筆
頭
役
は
、
延
享
元
（
一
七
四
四
）
年
の
宇
佐
宮
・
香
椎

宮
奉
幣
使
派
遣
に
端
を
発
し
た
、
吉
田
家
に
よ
る
地
域
神
職
支
配
の
深
化
の
な
か
で
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生
ま
れ
た
も
の
だ
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
（
引
野
、
二
〇
〇
三
、一
五
）。
こ

れ
以
降
、
現
在
の
広
島
県
の
多
く
を
領
域
と
す
る
広
島
藩
で
は
、
藩
内
神
職
の
「
惣

頭
役
」
を
務
め
る
広
島
城
下
の
白し
ら
か
み
し
ゃ

神
社
社
家
野
上
氏
の
下
に
、
各
郡
に
は
一
、二
名

の
「
注
連
頭
役
」「
幣
頭
役
」
が
設
け
ら
れ
て
、
各
郡
の
神
職
を
統
括
す
る
体
制
が

形
作
ら
れ
た
（
引
野
、
二
〇
〇
三
、
井
上
、
二
〇
〇
八
）。

近
世
後
期
の
資
料
で
あ
る
が
、東
城
町
川
東
小
田
家
蔵
『
郡
務
拾
聚
録　

地
巻
（
６
）』

に
収
載
さ
れ
て
い
る
「
郡
中
社
人
筆
頭
役
」
か
ら
、
奴
可
郡
の
社
人
筆
頭
役
が
広
島

城
下
の
白
神
社
よ
り
任
命
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
７
）。
奴
可
郡
の
社
人
筆
頭

役
は
、
中
野
村
八
幡
神
社
の
伊
藤
家
、
川
西
村
八
幡
神
社
の
後
藤
家
が
務
め
る
こ
と

が
多
く
、
近
世
後
期
に
は
こ
の
二
家
が
代
々
世
襲
す
る
状
態
で
あ
っ
た
。
ま
た
、「
上

京
之
節
野
上
陸
奥
守
添
書
之
義
御
触
態
申
遣
ス
」（
天
保
一
四
・
一
八
四
三
年
）
に
よ

る
と
、
奴
可
郡
と
三
上
郡
の
神
職
が
、
神
道
裁
許
状
取
得
な
ど
の
た
め
本
所
吉
田
家

へ
上
京
す
る
際
に
は
、
郡
役
所
か
ら
発
給
さ
れ
る
添
状
に
加
え
、
惣
頭
役
で
あ
る
野

上
氏
の
添
状
も
必
要
と
さ
れ
て
い
た
（
東
城
町
、
一
九
九
四
、一
二
〇
七
）。
こ
の
よ

う
に
近
世
中
期
に
な
る
と
、
前
節
で
明
ら
か
に
し
た
備
後
一
宮
の
権
威
を
背
景
と
し

備
後
国
を
単
位
と
す
る
中
世
的
な
神
職
統
制
は
弛
緩
し
、
広
島
藩
に
よ
る
近
世
的
な

神
職
の
支
配
体
制
が
確
立
し
て
い
っ
た
。

以
上
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
こ
と
を
小
括
す
る
と
、
備
北
地
方
に
お
い
て
社
役
の
安

堵
は
、
中
世
に
は
備
後
一
宮
に
お
い
て
開
催
さ
れ
る
座
直
り
へ
の
出
席
と
、
在
地
領

主
な
ど
か
ら
の
宛
行
状
の
発
行
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
が
、
近
世
に
な
る
と
京
都
の

吉
田
家
か
ら
神
道
裁
許
状
を
取
得
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

れ
に
伴
い
、
神
職
の
職
名
・
立
場
を
表
す
言
葉
と
し
て
「
太
夫
」
と
い
う
言
葉
が
公

の
資
料
に
現
れ
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
吉
田
家
か
ら
取
得
し
た
官
途
・
受
領
名
が
名

乗
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

四
．
近
世
奴
可
郡
に
お
け
る
神
職
の
組
織
・
階
層

四
．
一
　
神
社
祭
祀
の
関
係
者
間
の
階
層

近
世
中
期
以
降
、
吉
田
家
か
ら
神
道
裁
許
状
を
得
た
者
と
そ
う
で
な
い
者
は
、
神

社
の
祭
祀
に
関
係
す
る
社
人
の
な
か
で
明
確
に
違
い
が
意
識
さ
れ
て
い
た
。
奴
可
郡

未
渡
村
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
書
出
帳
」
の
風
俗
の
項
に
は
、
氏
神
社
の
祭
祀
に
関
係

す
る
二
つ
の
立
場
の
存
在
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

九
月　

氏
神
御
祭
礼
月
ニ
而
、
先
ツ
初
九
日
前
段
載
申
宮
内
天
王
御
祭
礼
、

十
九
日
本
郷
八
幡
宮
、
廿
五
日
土
生
天
満
宮
祭
礼
、
右
三
社
村
中
一
統
氏
神
ニ

而
三
社
人
を
抱
、
其
宮
引
受
ハ
勿
論
何
れ
も
集
会
仕
、
吉
田
殿
裁
許
之
官

0

0

0

0

0

0

0

被
ニ

而
御
神
祭
り
、
其
外
鍵
取
之
地
神
主

0

0

0

0

0

0

三
人
羽
織
・
袴
ニ
而
立
会
申
、
村
役
人
共

御
供
仕
、
御
神
楽
・
御
幸
之
御
神
事
任
恒
例
ニ
申
候
（
後
略
）

（
※
傍
点
筆
者
に
よ
る
）（
東
城
町
、
一
九
九
四
、四
八
九
）

未
渡
村
に
は
、
村
内
の
谷
（
小
地
区
）
毎
に
一
社
ず
つ
合
計
三
社
の
氏
神
社
が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
三
人
の
祠
官
と
鍵
取
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。「
書
出
帳
」
の
神
祠
の
項
に

よ
る
と
、
京
都
吉
田
御
殿
配
下
の
祠
官
と
し
て
若
林
大
隅
・
田
辺
伯
耆
・
木
村
権
頭
、

鍵
取
の
地
神
主
と
し
て
百
姓
の
嘉
右
衛
門
・
佐
太
郎
・
市
左
衛
門
の
名
前
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。
彼
ら
が
集
っ
て
執
行
さ
れ
た
氏
神
社
の
祭
礼
で
は
、
吉
田
殿
裁
許
之
官

が
御
神
祭
り
を
行
い
、
鍵
取
の
地
神
主
は
神
事
に
立
ち
会
う
の
で
あ
っ
た
。
村
役
人

と
共
に
神
事
に
立
ち
会
う
鍵
取
の
地
神
主
は
、
羽
織
袴
を
着
て
い
た
と
書
か
れ
て
お

り
、
お
そ
ら
く
風
折
烏
帽
子
と
狩
衣
を
着
用
し
た
で
あ
ろ
う
吉
田
殿
裁
許
之
官
と
は
、

服
装
の
違
い
に
よ
り
身
分
と
職
掌
の
違
い
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
管
見
の
限
り
、
鍵

取
を
神
主
と
捉
え
る
記
述
は
こ
の
資
料
の
み
だ
が
、
鍵
取
は
あ
く
ま
で
も
地
の
神
主

（
地
元
で
し
か
通
用
し
な
い
神
職
）
で
あ
り
、
京
都
で
吉
田
官
を
得
て
公
的
に
認
証

さ
れ
た
神
職
（
社
家
衆
）
と
は
区
別
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。

文
化
元
（
一
八
〇
四
）
年
に
割
庄
屋
か
ら
郡
役
所
へ
提
出
さ
れ
た
「
奴
可
郡
村
々
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社
人
幷
鍵
取
火
灯
掃
除
人
名
前
改
帖
（
以
下
「
名
前
改
帖
」
と
略
す
）」
に
は
、
奴

可
郡
内
の
村
々
に
所
在
す
る
氏
神
社
を
抱
え
る
社
人
の
名
前
と
、
鍵
取
や
掃
除
人
を

務
め
る
人
物
の
名
前
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
資
料
を
見
る
と
、
吉
田
官
を
持
っ

た
社
家
の
人
間
が
鍵
取
を
兼
ね
る
場
合
と
、
社
家
の
ほ
か
に
鍵
取
百
姓
が
設
け
ら
れ

て
い
る
場
合
の
二
種
類
が
あ
っ
た
。「
名
前
改
帖
」
で
は
、
奴
可
郡
内
の
社
人
が
抱

え
る
神
社
と
し
て
九
五
社
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
百
姓
が
鍵
取
を
務
め
て

い
る
の
は
九
社
だ
け
で
あ
る
。
鍵
取
（
８
）
も
神
社
祭
祀
の
関
係
者
の
一
人
で
あ
っ
た

が
、
あ
く
ま
で
も
祭
祀
を
担
う
当
事
者
で
は
な
く
、
そ
の
影
響
力
は
限
定
的
で
、
神

事
を
執
行
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
吉
田
家
か
ら
神
道
裁
許
状
を
得
た
社
家
の
人

間
だ
け
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
吉
田
家
か
ら
神
道
裁
許
状
を
得
た
神
職
た
ち
の
間
に
も
、
家
格
に
基
づ
く

上
下
関
係
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
中
野
村
の
氏
神
で
あ
る
八
幡
神
社

の
抱
社
人
伊
藤
豊
前
は
、
配
下
と
し
て
入
江
村
在
住
の
禰
宜
津
田
豊
後
、
栗
村
在
住

の
禰
宜
瀬
尾
対
馬
を
支
配
し
て
い
た
（
西
城
町
、
二
〇
〇
五
、二
九
七
）。
ま
た
、
入

江
村
尺
田
の
熊
野
神
社
に
は
、
抱
社
人
の
岡
崎
山
城
に
加
え
、
棚
守
職
の
荒
木
浪
穂

と
、
下
社
人
の
稲
倉
田
宮
が
存
在
し
て
い
た
（
西
城
町
、
二
〇
〇
五
、二
三
一
）。
他

に
も
、
森
村
の
白
鬚
大
明
神
に
は
、
抱
社
人
の
中
嶋
河
内
の
ほ
か
、
下
社
家
と
し
て

森
村
在
住
の
中
嶋
右
門
が
（
東
城
町
、
一
九
九
四
、一
一
九
四
）、
加
谷
村
在
住
の
高

尾
遠
江
は
、
加
谷
村
・
内
堀
村
・
所
尾
村
に
そ
れ
ぞ
れ
所
在
す
る
三
社
の
氏
神
の
抱

社
人
を
務
め
る
と
と
も
に
、
内
堀
村
在
住
の
須
田
山
城
を
配
下
に
し
て
い
た
（
東
城

町
、
一
九
九
四
、二
五
七
）。
こ
れ
ら
の
名
前
を
見
る
と
、
下
社
家
の
な
か
に
は
、
神

道
裁
許
状
を
取
得
し
官
途
・
受
領
名
を
名
乗
る
者
と
取
得
せ
ず
俗
名
を
名
乗
る
者
が

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
入
江
村
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
書
出
帳
」
の
神
祠
の

項
に
は
、
棚
守
職
の
荒
木
浪
穂
が
先
年
よ
り
「
烏
大
夫
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
が
記

録
さ
れ
て
お
り
（
西
城
町
、二
〇
〇
五
、二
三
一
）、裁
許
状
を
取
得
し
て
い
な
い
者
が
、

前
代
の
「
太
夫
」
号
を
名
乗
っ
て
宗
教
活
動
を
行
っ
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。

こ
う
し
た
有
力
な
社
家
と
そ
の
配
下
で
あ
る
下
社
家
と
の
関
係
を
、「
名
前
改
帖
」

と
「
書
出
帳
」
の
記
述
に
よ
り
確
認
し
て
い
き
た
い
。
川
鳥
村
の
氏
神
社
で
あ
る
宇

佐
八
幡
宮
の
抱
社
人
中
嶋
因
幡
は
、
川
鳥
村
宇
佐
八
幡
宮
・
田
殿
村
天
満
宮
・
保
田

村
正
八
幡
宮
・
山
中
村
国
師
大
明
神
と
い
う
四
社
の
社
役
を
抱
え
る
と
と
も
に
、
下

社
家
の
左
仲
・
右
仲
・（
沢
田
）
越
後
を
支
配
し
て
い
た
（
東
城
町
、
一
九
九
四
、

一
一
九
四
）。
こ
の
う
ち
、
山
中
村
国
司
大
明
神
に
関
す
る
記
事
に
は
、
以
下
の
記

述
が
あ
る
。

一
国山

中

村
司
大
明
神　
　
　
　
　

沢
抱
社
人
当
田村

越
後
跡

鍵
取
火
灯
掃
除
等
相
束
仕
来
リ
御
座
候
得
共
、
越
村
ニ
御
座
候
ニ
付
、

当
時
鍵
取
火
灯
掃
除
等
之
義
者
山
中
村
百
姓
友
三
郎
相
勤
申
候
、
尤
越

後
病
死
後
未
相
続
人
無
御
座
、
素
ゟ
因
幡
下
家
ニ
御
座
候
処
、
山
中
村

支
配
四
代
以
前
ニ
譲
リ
遣
シ
候
故
、
当
時
因
幡
方
ニ
社
役
預
リ
相
勤
申

候 

（
東
城
町
、
一
九
九
四
、一
一
九
五
）

一
神
祠

祭
神　

国
司
大
明
神

祭
日　

十
月
九
日　

樋
原
・
論
田
・
多
羅
内
・
宝
幸
ゟ
祭
之

本
殿　

一
宇　
　
　
　
　

舞
殿　

一
宇　
　
　
　
　

鳥
居

抱
社
人　
　

祠京
都
吉
田
御
殿
配
下

官　
　

沢川
鳥
村田
越
後

同
人
跡　

当
分
預
り

京
都
吉
田
御
殿
配
下　

中
嶋
因
幡

但　

 

因
幡
ゟ
六
代
以
前
仁
兵
衛
ゟ
山
中
村
社
務
沢
田
江
譲
渡
ス
、
尤
遷
宮

之
時
ハ
川
西
村
真
言
宗
法
恩
寺
立
会
来
り
ニ
御
座
候

（
東
城
町
、
一
九
九
四
、五
四
〇
）

山
中
村
の
氏
神
で
あ
る
国
司
大
明
神
の
抱
社
人
を
務
め
て
い
た
沢
田
越
後
は
、
以

前
は
鍵
取
火
灯
掃
除
等
の
役
も
兼
ね
て
い
た
が
、
山
中
村
か
ら
遠
く
離
れ
た
川
鳥
村

に
住
ん
で
い
た
た
め
、
山
中
村
の
百
姓
友
三
郎
が
鍵
取
役
を
務
め
て
い
た
。
沢
田
越
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後
が
病
死
し
た
後
、
山
中
村
で
の
社
役
を
務
め
る
相
続
人
が
い
な
か
っ
た
た
め
、
同

じ
川
鳥
村
に
住
む
中
嶋
因
幡
が
山
中
村
の
社
役
を
預
か
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
こ

う
し
た
こ
と
に
な
っ
た
訳
は
、
中
嶋
因
幡
家
が
山
中
村
に
お
け
る
社
役
を
沢
田
越
後

家
へ
四
代
（
六
代
）
前
に
譲
っ
た
か
ら
で
あ
り
、沢
田
越
後
家
は
中
嶋
因
幡
家
の
「
下

家
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
神
職
が
住
む
村
か
ら
離
れ
た
遠
隔
地
の
神
社
の
場
合
、
日
常
神
社

の
管
理
を
行
う
鍵
取
職
を
現
地
に
在
住
す
る
百
姓
に
任
せ
た
り
、
社
役
を
自
身
の
配

下
で
あ
る
下
社
家
に
任
せ
た
場
合
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

四
．
二
　
大
氏
神
（
大
宮
）
と
小
宮

こ
う
し
た
下
社
家
を
持
ち
、
複
数
の
神
社
の
祭
祀
を
司
る
有
力
な
社
家
の
力
は
、

何
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
備
北
地
方
で
は
、
近
世
初
期
の
村
切
り
に
よ
り
新

た
に
生
ま
れ
た
村
々
に
も
一
村
に
一
つ
の
原
則
で
氏
神
社
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
う
し

た
近
世
村
の
産
土
社
・
氏
神
社
は
、「
小
宮
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
は
別
に
、

複
数
の
近
世
村
の
住
民
を
氏
子
と
す
る
「
大お
お
う
じ
が
み

氏
神
（
大
宮
）」
と
呼
ば
れ
る
神
社
も

存
在
し
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
有
力
な
社
家
は
、
広
域
な
氏
子
圏
を
持
つ
大
氏
神
の

神
社
を
抱
え
て
い
る
場
合
が
多
い
。
大
氏
神
と
さ
れ
る
神
社
に
関
し
て
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
説
が
あ
り
一
定
し
な
い
が
、
昭
和
初
期
に
は
以
下
の
よ
う
な
言
説
が
あ
っ
た
。

往
古
奴
可
郡
内
六
社
ノ
大
氏
神
ア
リ
テ
地
方
開
拓
ヲ
守
護
セ
リ
ト
云
フ
（
六
社

ト
ハ
入
江
村
ノ
熊
野
神
社
、
大
佐
村
ノ
天
戸
神
社
、
内
堀
村
ノ
杉
戸
神
社
、
森

村
ノ
白
鬚
神
社
、
未
渡
村
ノ
天
王
社
、
久
代
村
ノ
天
王
社
ナ
リ
）

（
内
藤
、
一
九
四
二
、一
七
）

本
社
（
川
鳥
村
の
八
幡
宮
※
筆
者
註
）
ハ
元
奴
可
郡
三
八
幡
（
三
八
幡
ト
ハ
中

野
村
八
幡
宮
、
川
西
村
八
幡
宮
、
川
鳥
村
八
幡
宮
ナ
リ
）
ノ
一
ニ
シ
テ
川
鳥
村
、

森
村
、
田
殿
村
、
菅
村
、
山
中
村
、
始
終
村
、
未
渡
村
、
田
黒
村
、
八
箇
村
ノ

大
氏
ト
稱
シ
遠
近
ノ
崇
敬
厚
ク
八
幡
村
ノ
村
名
因
テ
起
ル
處
タ
リ

（
内
藤
、
一
九
四
二
、一
三
）

こ
れ
ら
の
大
氏
神
と
さ
れ
る
神
社
は
、
近
世
村
が
成
立
す
る
以
前
か
ら
存
在
し
て
い

た
、
中
世
の
荘
や
郷
の
鎮
守
社
に
由
来
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
東
城
町
、

一
九
九
四
、九
）。

こ
の
う
ち
大
佐
村
天あ
ま
と戸
神
社
は
、
大
佐
・
八
鳥
・
平
子
（
以
上
現
西
城
町
）・
保
田
・

山
中
村
の
半
分（
以
上
現
東
城
町
）の
五
村
を
氏
子
と
す
る「
大
氏
神
」で
あ
り
つ
つ
、

所
在
地
で
あ
る
大
佐
村
の
「
小
宮
」
で
も
あ
っ
た
。
奴
可
郡
平
子
村
か
ら
差
し
出
さ

れ
た
「
書
出
帳
」
の
風
俗
の
項
に
よ
る
と
、
天
戸
神
社
の
祭
礼
に
は
、
所
在
地
の
大

佐
村
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
外
の
氏
下
の
村
々
か
ら
も
氏
子
の
参
詣
、
祭
礼
へ
の
参

列
が
行
わ
れ
て
い
た
。

○
九
月
十
九
日
、
大
佐
村
の
大
氏
天
戸
大
明
神
を
祭
り
て
村
中
餅
を
搗
、
惣
祭

と
し
て
思
ひ
〳
〵
参
詣
い
た
し
申
候
。
右
祭
日
八
鳥
村
・
平
子
村
一
年
変
り
ニ

居
村
祭
礼
の
通
り
ニ
し
て
人
数
出
し
、
右
祭
礼
の
行
列
ニ
加
り
来
申
候

（
西
城
町
、
二
六
三
〜
二
六
四
）

平
子
村
の
住
民
た
ち
は
、
平
子
村
内
に
鎮
座
す
る
産
土
社
の
祭
礼
も
一
〇
月
中
に

行
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
大
氏
神
で
あ
る
天
戸
神
社
の
祭
礼
日
に
は
、
村

中
で
餅
を
搗
き
、
思
い
思
い
に
参
詣
し
て
い
た
。
ま
た
、
平
子
村
と
八
鳥
村
は
、
一

年
交
代
で
天
戸
神
社
の
神
幸
行
列
に
参
加
し
て
い
た
。
鎮
座
地
で
あ
る
大
佐
村
の
神

幸
行
列
に
加
え
、
他
の
村
の
行
列
も
参
勤
さ
せ
る
こ
と
は
、
天
戸
神
社
の
社
格
の
高

さ
を
示
し
た
だ
ろ
う
。

ま
た
、
山
中
村
か
ら
出
さ
れ
た
「
書
出
帳
」
の
風
俗
と
神
祠
の
項
に
は
、
以
下
の

記
述
が
あ
る
。

一
氏
神
祭
礼
ハ
、
九
月
十
八
日
ゟ
十
九
日
大
佐
村
天
戸
大
明
神
を
大
氏
と
唱
、
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谷
尻
・
福
田
・
摩
手
ノ
、
右
三
ケ
所
上
組
と
し
て
参
詣
し
、
十
月
朔
日
ハ
川
西

村
八
幡
宮
是
も
大
氏
と
言
伝
候
、

論
田
・
樋
原
・
多
羅
ノ
内
・
鴨
家
・
宝
幸
、
此
五
ケ
所
を
下
組
之
表
祭
と
し
て

参
詣
仕
候
、

但
村
内
ニ
御
鎮
座
神
祠
五
ケ
所
を
先
年
よ
り
五
ケ
年
割
ニ
い
た
し
有
之
、
譬

ハ
当
巳
年
ハ
国
師
大
明
神
之
当
番
ニ
候
ヘ
ハ
、
祭
日
ハ
村
中
ゟ
参
詣
仕
候
、

年
番
ニ
無
之
候
得
者
祭
日
ハ
引
受
之
谷
中
計
参
詣
仕
候
（
中
略
）

右
五
社
遷
宮
ニ
者
因
幡
立
会
来
御
座
候
得
ど
も
、
川
西
・
大
佐
両
村
之
大
氏
社

人
ハ
、
祭
礼
又
ハ
遷
宮
ニ
而
茂
是
迄
立
会
無
御
座
候

（
東
城
町
、
一
九
九
四
、五
三
七
〜
五
四
一
）

山
中
村
で
は
、
平
子
・
保
田
村
に
接
す
る
北
西
方
の
谷
尻
・
福
田
・
蟶ま
て

野の

地
区
と
い

う
上
組
の
住
民
は
、
大
氏
神
と
し
て
大
佐
村
天
戸
神
社
、
そ
れ
以
外
の
屯ど
ん
で
ん田
・
樋
原
・

風た
ら
ん
ち

防
地
・
鴨
居
・
高
た
か
の
こ
う甲
地
区
と
い
う
下
組
の
住
民
は
、
大
氏
神
と
し
て
川
西
村
八
幡

神
社
に
参
詣
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
同
じ
村
の
住
民
で
あ
っ
て
も
、
地
勢
の
違
い

に
よ
り
氏
子
と
な
る
大
氏
神
が
違
う
こ
と
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
山
中
村
内
に
は
村
全
体
で
祀
る
産
土
社
は
存
在
せ
ず
、
樋
原
・
屯
田
・
風

防
地
・
高
甲
地
区
が
祀
る
国
司
大
明
神
、
福
田
・
谷
尻
地
区
が
祀
る
若
宮
八
幡
宮
、

蟶
野
地
区
が
祀
る
大
黒
天
王
社
、
鴨
居
・
風
防
地
・
高
甲
地
区
が
祀
る
塩
午
王
社
、

屯
田
地
区
が
祀
る
大
歳
荒
神
社
と
い
う
五
つ
の
神
社
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ

八
月
と
一
〇
月
に
祭
礼
が
行
わ
れ
て
い
た
。「
書
出
帳
」
が
作
成
さ
れ
た
近
世
後
期

の
時
点
で
は
、
遠
く
離
れ
た
大
氏
神
へ
の
参
詣
は
村
内
五
社
の
当
番
制
に
な
っ
て
お

り
、
五
社
の
氏
子
（
引
き
受
け
の
谷
）
が
順
番
で
参
詣
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
国

司
大
明
神
が
当
番
の
年
に
は
樋
原
・
屯
田
・
風
防
地
・
高
甲
地
区
の
氏
子
が
川
西
村

八
幡
神
社
へ
、
若
宮
八
幡
宮
が
当
番
な
ら
ば
福
田
・
谷
尻
地
区
の
人
々
が
大
佐
村
天

戸
神
社
へ
参
詣
し
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
山
中
村
内
五
社
の
祭
祀
や
遷
宮
に
は
、

こ
れ
ら
の
社
を
抱
え
る
川
鳥
村
の
中
島
因
幡
が
関
わ
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
上
役
に

あ
た
る
大
氏
神
の
神
主
が
関
与
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
大
氏
神
の
抱
社
人
は
、
氏
下
の
村
々
か
ら
参
詣
す
る
多
く
の
氏
子
が

奉
納
し
た
供
物
や
賽
銭
（
散
米
銭
）
な
ど
大
き
な
収
入
を
得
る
と
と
も
に
、
家
格
の

高
さ
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

大
宮
と
小
宮
と
い
う
社
格
の
違
い
は
、
共
同
で
神
事
を
執
行
す
る
神
職
組
織
内
で

の
地
位
に
結
び
つ
く
こ
と
が
あ
っ
た
。
以
下
の
資
料
に
あ
る
よ
う
に
、
奴
可
郡
に
お

い
て
は
、
五
つ
の
大
氏
神
を
抱
え
る
有
力
な
社
家
が
、
そ
れ
ぞ
れ
神
事
執
行
の
た
め

の
組
織
を
結
成
し
、
組
織
の
頭
役
で
あ
る
「
幣
頭
」
を
務
め
て
い
た
。
東
城
町
川
東

小
田
家
蔵
の
『
郡
務
拾
聚
録　

地
巻
』
に
は
、「
郡
中
社
家
幣
頭
組
村
」
と
い
う
資

料
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　

郡
中
社
家
幣
頭
組
村　

但
往
古
大
氏
神
之
例
ニ
よ
る
事
な
る
べ
し

中
野
村
伊
藤
越
前
組

入
江　

大
屋　

中
迫　

栗　

中
野

　

〆
五
ケ
村
、
外
ニ
西
城
者
入
江
村
之
内
、
往
古
ゟ
五
ケ
村
幣
頭
と
唱
申
候

川
西
村
後
藤
摂
津
組

川
西　

川
東　

粟
田　

森
脇　

小
串　

下
千
鳥　

上
千
鳥　

内
堀　

所
尾

塩
原　

竹
森　

請
原　

加
谷　

宇
山　

山
中
之
内
半
方

　

〆
十
五
村
、
往
古
ゟ
十
二
郷
同
断

大
佐
村
御
崎
市
正
組

大
佐　

八
鳥　

保
田　

平
子　

山
中
之
内
半
方

　

〆
五
ケ
村

川
鳥
村
中
島
大
和
組

川
鳥　

田
黒　

森　

田
殿　

始
終　

未
度　

菅

　

〆
七
ケ
村

小
奴
可
村
中
島
大
和
組

小
奴
可　

三
坂　

油
木　

小
鳥
原　

高
尾
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〆
五
ケ
村

戸
宇
・
久
代
・
福
代
三
ケ
村
者
一
本
幣
与
唱
、
い
つ
れ
之
幣
下
与
申
義
無
之
由

（
東
城
町
、
一
九
九
四
、一
一
九
八
）

大
氏
神
の
社
家
と
下
社
家
と
の
関
係
は
、
神
事
を
共
同
で
執
行
す
る
こ
う
し
た
組
合

に
よ
っ
て
も
説
明
さ
れ
る
。
大
氏
神
の
社
家
は
、
幣
下
の
村
々
の
小
宮
を
抱
え
る
下

社
家
を
支
配
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
五
つ
の
大
氏
神
毎
に
結
成
さ
れ
た
組

に
入
ら
な
い
、
独
立
し
た
「
一
本
幣
」
と
呼
ば
れ
る
社
人
も
存
在
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
引
用
し
た
東
城
町
小
奴
可
奴
可
神
社
中
島
家
に
関
す
る
中
世
の

書
状
で
は
、
在
地
領
主
か
ら
小
奴
可
・
油
木
・
小
鳥
原
の
社
役
が
安
堵
さ
れ
て
い
た
。

こ
こ
で
小
奴
可
村
中
島
大
和
組
の
幣
下
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
三
坂
と
高
尾
は
、

先
の
三
地
区
の
近
隣
の
村
で
あ
る
。
中
世
に
安
堵
さ
れ
た
社
役
で
あ
り
中
世
に
遡
る

社
格
が
、
近
世
に
お
け
る
神
職
組
織
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と

い
う
よ
り
も
、
中
世
以
来
の
神
職
組
織
（
大
氏
神
の
社
家
／
下
社
家
の
関
係
）
が
近

世
に
も
存
続
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
良
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

備
北
地
方
で
は
、
郡
内
に
数
社
存
在
し
て
い
た
大
氏
神
毎
に
組
織
さ
れ
た
神
職
組

織
の
う
え
に
、
近
世
中
期
に
な
っ
て
か
ら
吉
田
家
の
影
響
に
よ
り
郡
全
体
の
神
職
組

織
が
新
た
に
形
成
さ
れ
た
（
９
）。
先
に
挙
げ
た
奴
可
郡
に
お
け
る
注
連
頭
役
は
、
こ

う
し
た
大
氏
神
の
抱
社
人
が
務
め
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
中
世
に
由
来
す
る
社
格
が
、

近
世
中
期
以
降
に
吉
田
家
の
影
響
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
郡
毎
の
神
職
組
織
に
お
い
て

も
、
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
近
世
の
奴
可
郡
に
お
い
て
神
社
祭
祀
に
関
わ
る
者
の
間
に
は
、

吉
田
家
か
ら
神
道
裁
許
状
を
取
得
し
祭
祀
を
担
当
す
る
「
吉
田
殿
裁
許
の
官
」
と
、

日
常
神
社
の
管
理
を
担
っ
た
「
鍵
取
（
地
神
主
）」
の
違
い
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、「
京

都
吉
田
御
殿
配
下
」
の
神
主
の
間
に
は
、大
宮
の
社
家
（
幣
頭
）
／
小
宮
の
社
家
（
一

本
幣
）
／
抱
え
の
小
宮
を
持
つ
下
社
家
／
抱
え
の
小
宮
を
持
た
ず
裁
許
状
を
取
得
し

て
い
な
い
下
社
家
と
い
う
、
中
世
以
来
の
家
格
に
基
づ
く
階
層
が
あ
っ
た
。

五
．
お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
備
後
奴
可
郡
に
お
け
る
神
職
の
中
世
末
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
歴
史

的
変
遷
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
奴
可
郡
に
お
け
る
神
職
の
組
織
・
階
層
に
つ

い
て
論
じ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
中
世
か
ら
近
世
へ
の
時
代
変
化
が
、
備
後
奴
可
郡

の
神
職
に
い
く
つ
か
の
変
転
を
起
こ
さ
せ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

そ
の
一
つ
が
、
神
職
と
し
て
の
立
場
を
保
障
す
る
方
法
の
変
化
で
あ
る
。
中
世
末

の
備
北
地
方
に
お
け
る
社
役
の
安
堵
は
、
備
後
一
宮
に
お
い
て
開
催
さ
れ
る
座
直
り

へ
の
出
席
と
、
在
地
領
主
か
ら
の
宛
行
状
の
発
行
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
後

近
世
に
な
る
と
、
京
都
の
吉
田
家
か
ら
神
道
裁
許
状
を
取
得
す
る
こ
と
が
、
村
々
の

産
土
社
祭
祀
を
担
う
上
で
の
必
要
条
件
と
な
っ
て
い
く
。
こ
う
し
た
変
化
に
伴
い
、

神
職
の
職
名
・
立
場
を
表
す
言
葉
と
し
て
「
太
夫
」
と
い
う
言
葉
が
公
の
資
料
に
現

れ
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
吉
田
家
か
ら
取
得
し
た
官
途
・
受
領
名
が
名
乗
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
。

二
つ
目
は
、
中
世
に
淵
源
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
備
後
国
一
宮
の
権
威
や
機
能
の

変
化
で
あ
る
。
近
世
初
期
に
、
広
島
藩
と
福
山
藩
と
い
う
二
つ
の
政
治
体
制
が
構
築

さ
れ
、新
た
な
吉
備
津
宮
の
祭
祀
組
織
が
編
成
さ
れ
た
。
ま
た
、近
世
中
期
以
降
に
は
、

京
都
吉
田
家
の
神
職
支
配
に
お
け
る
影
響
力
の
拡
大
が
起
こ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

備
後
一
宮
に
お
い
て
開
催
さ
れ
る
座
直
り
が
持
っ
て
い
た
、
備
後
国
内
の
村
々
で
宗

教
活
動
を
行
う
神
職
の
職
分
を
保
障
す
る
意
義
と
、
一
宮
を
中
心
に
結
成
さ
れ
た
備

後
国
を
単
位
と
す
る
神
職
の
つ
な
が
り
は
希
薄
化
し
た
。
そ
の
結
果
、
備
後
国
内
の

広
島
藩
領
の
神
職
は
、
藩
内
神
職
の
惣
頭
役
を
務
め
る
広
島
城
下
の
社
家
野
上
氏
の

統
制
下
に
入
る
こ
と
に
な
り
、
広
島
藩
の
支
配
を
よ
り
強
く
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

三
つ
目
は
、
奴
可
郡
に
お
け
る
神
職
組
織
の
在
り
方
の
変
化
で
あ
る
。
中
世
末
に

は
、
在
地
領
主
が
領
地
の
産
土
社
（
鎮
守
社
）
を
定
め
、
神
職
を
任
じ
、
祭
祀
を
経

済
的
に
支
え
て
い
た
。
そ
の
後
、
中
世
末
の
在
地
領
主
の
領
土
が
、
近
世
の
村
切
り

に
よ
り
分
割
さ
れ
る
こ
と
で
、
か
つ
て
の
在
地
領
主
の
領
地
と
一
致
す
る
広
い
氏
子

圏
を
持
つ
社
格
の
高
い
大
氏
神
（
大
宮
）
と
、
一
つ
の
近
世
村
を
氏
子
圏
と
す
る
小
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宮
が
生
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
近
世
初
期
に
は
、
こ
う
し
た
中
世
以
来
の
社
格
に
基

づ
い
て
、
郡
内
に
数
社
存
在
す
る
「
大
氏
神
」
を
単
位
と
し
て
、
共
同
で
神
事
を
執

行
す
る
神
職
組
織
が
い
く
つ
か
形
成
さ
れ
て
い
た
。
在
地
領
主
が
領
地
の
産
土
社
の

神
主
を
任
命
す
る
と
い
う
中
世
期
の
様
式
は
、
大
氏
神
の
神
主
が
持
つ
神
職
組
織
に

お
け
る
卓
越
し
た
地
位
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
近
世
中
期
に
な

る
と
、
吉
田
家
の
影
響
に
よ
り
広
島
藩
の
神
職
組
織
が
整
備
さ
れ
、
そ
の
末
端
と
し

て
「
郡
」
を
単
位
と
す
る
神
職
組
織
が
新
た
に
形
成
さ
れ
る
。
こ
の
奴
可
郡
の
神
職

組
織
に
お
け
る
注
連
頭
役
は
、
大
氏
神
の
神
職
が
務
め
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
中
世

に
由
来
す
る
社
格
が
、
近
世
中
期
以
降
に
吉
田
家
の
影
響
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
郡
毎

の
神
職
組
織
に
お
い
て
も
、
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
た
近
世
の
奴
可
郡
に
お
い
て
神
社
祭
祀
に
関
わ
る
者
の
間
に
は
、
吉
田
家

か
ら
神
道
裁
許
状
を
取
得
し
祭
祀
を
担
当
す
る
「
吉
田
殿
裁
許
の
官
」
と
、
日
常
神

社
の
管
理
を
担
っ
た
「
鍵
取
（
地
神
主
）」
の
違
い
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、「
吉
田
殿

裁
許
の
官
」
の
間
に
は
、
大
宮
の
社
家
（
幣
頭
）
／
小
宮
の
社
家
（
一
本
幣
）
／
抱

え
の
小
宮
を
持
つ
下
社
家
／
抱
え
の
小
宮
を
持
た
ず
裁
許
状
を
取
得
し
て
い
な
い
下

社
家
と
い
う
、
中
世
以
来
の
家
格
に
基
づ
く
階
層
が
あ
っ
た
。

紙
幅
の
関
係
上
、
近
世
期
に
お
け
る
奴
可
郡
の
神
職
の
宗
教
活
動
や
そ
の
活
動
に

関
す
る
権
利
体
制
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
考
察
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
こ
の

点
に
関
し
て
は
別
稿
（
鈴
木
、
二
〇
一
九
）
で
論
じ
る
予
定
で
あ
る
。
合
わ
せ
て
参

照
さ
れ
た
い
。

〔
附
記
〕 

本
研
究
は
、
日
本
科
学
協
会
の
笹
川
科
学
研
究
助
成
に
よ
る
助
成
を
受
け

て
行
わ
れ
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

注（
１
）「
久
光
家
傳
之
筆
紀
」
は
、
広
島
県
立
文
書
館
に
複
写
版
が
蔵
さ
れ
て
い
る
。
筆

者
は
文
書
館
に
て
複
写
版
を
調
査
し
た
。
ま
た
、『
比
和
町
誌
』（
比
和
町
、

一
九
八
〇
）
に
一
部
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
小
田
・
黒
瀬
・
小
高
の
三
家
は
、『
備
陽
六
郡
志
』「
卷
十
一　

神
社
仏
閣
除
地
」

の
宮
内
村
一
宮
大
明
神
の
社
人
の
項
で
は
「
禰
宜
」（
得
能
正
通
編
、

一
九
二
八
、三
一
二
）、『
福
山
志
料
』「
巻
第
十
八　

邑
里　

八　

宮
内
村
」
に

所
収
さ
れ
て
い
る
「
社
人
連
名
」
の
項
で
は
、「
吉
田
家
三
太
夫
」（
菅
茶
山
（
晋

帥
）
編
、
一
九
一
〇
ａ
、
一
九
）
と
い
う
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
職
掌
名
で
登

場
す
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、
吉
備
津
宮
の
社
家
組
織
に
お
け
る
小
田
家

の
地
位
の
低
さ
が
見
て
と
れ
る
。

（
３
）
庄
原
市
高
野
町
南
大
宮
八
幡
神
社
堀
江
家
文
書
は
、
現
在
広
島
県
立
文
書
館
に

寄
託
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
県
立
文
書
館
で
資
料
調
査
を
行
っ
た
。
な
お
、
堀

江
家
文
書
の
多
く
は
、
堀
江
寿
美
に
よ
り
翻
刻
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
堀
江
、

一
九
九
七
）。

（
４
）
管
見
の
限
り
、
奴
可
郡
の
神
職
が
吉
田
家
以
外
か
ら
神
道
裁
許
状
を
取
得
す
る

事
例
は
、
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

（
５
）
西
城
町
教
委
文
化
財
保
護
委
員
会
は
、
昭
和
五
四
〜
五
六
年
に
か
け
て
町
内
神

社
に
蔵
さ
れ
る
棟
札
の
悉
皆
調
査
を
行
っ
た
。
そ
の
成
果
は
、
西
城
町
郷
土
研

究
会
が
発
行
し
て
い
た
雑
誌
『
郷
土
』
に
て
、
一
九
回
に
わ
た
り
黒
田
正
と
白

根
孝
穂
に
よ
り
公
表
さ
れ
て
い
る
（
黒
田
、一
九
九
〇
ａ
、ｂ
、一
九
九
三
）（
白

根
、
一
九
九
六
）。

（
６
）
こ
の
資
料
は
、
奴
可
郡
川
東
村
の
庄
屋
で
あ
っ
た
田
辺
嘉
十
郎
が
、
村
役
人
と

し
て
郡
務
を
遂
行
し
て
い
く
う
え
で
必
要
な
文
書
・
記
録
類
を
、
三
一
八
項
目

に
分
類
・
整
理
し
、
天
・
地
・
人
の
三
冊
と
し
て
集
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
年

代
の
明
ら
か
な
も
の
で
は
天
保
か
ら
安
政
期
の
も
の
が
多
く
、
最
も
新
し
い
も

の
は
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
で
あ
る
。
現
在
こ
の
資
料
は
、
広
島
県
立
文
書

館
に
寄
託
さ
れ
て
お
り
、
筆
者
は
文
書
館
に
て
調
査
し
た
。
ま
た
、『
東
城
町

史　

第
二
巻
』（
東
城
町
、
一
九
九
四
）
に
一
部
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

（
７
）
郡
中
社
人
筆
頭
役

 
中
野
村
伊
藤
越
前

 
川同

見

習

西
村
後
藤
摂
津　

此
役
義
者
御
城
下
白
神
ゟ
被
仰
附
（
東
城
町
、

一
九
九
四
、一
一
九
八
）

（
８
）
保
田
村
の
八
幡
神
社
に
関
し
て
、
以
下
の
口
碑
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

 
 

 

伝
説
ニ
由
レ
バ
川
鳥
村
八
幡
宮
ヲ
九
州
宇
佐
ヨ
リ
勧
請
セ
シ
ト
キ
、
此
地
通

過
ノ
際
一
民
家
ニ
休
ミ
シ
ニ
、
其
家
ノ
主
人
歓
喜
ノ
余
リ
笹
ヲ
折
テ
幣
ト
シ
、
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心
カ
ラ
ノ
神
祭
ヲ
行
ヒ
勧
請
セ
シ
ガ
、
当
社
ノ
濫
觴
ナ
リ
。
其
家
ヲ
笹
折
ト

名
ケ
、
其
地
ヲ
笹
折
谷
ト
云
フ
。
今
尚
其
家
存
シ
、
当
社
神
庫
ノ
鍵
ヲ
保
管

ス
ル
例
ナ
リ
シ
カ
、
最
近
之
ヲ
氏
子
総
代
ニ
引
渡
セ
リ
ト
云
フ
。（
内
藤
、

一
九
四
二
、二
六
）

（
９
）
芸
備
両
国
で
は
、
近
世
中
期
（
一
七
五
〇
年
頃
）
に
吉
田
家
の
関
与
に
よ
っ
て
、

郡
毎
に
社
家
筆
頭
役
（
注
連
頭
）
が
置
か
れ
、
郡
毎
に
社
家
を
組
織
化
す
る
こ

と
が
行
わ
れ
た
。
備
後
国
恵
蘇
郡
で
は
、
旧
来
の
社
家
間
に
お
け
る
パ
ワ
ー
バ

ラ
ン
ス
を
十
分
踏
ま
え
ず
に
筆
頭
役
が
定
め
ら
れ
た
た
め
、
不
満
に
思
っ
た
神

職
が
吉
田
家
へ
訴
え
出
る
事
態
が
起
き
て
い
た
。
恵
蘇
郡
多
賀
野
山
八
幡
宮
祠

官
の
堀
江
対
馬
は
、
吉
田
家
役
人
中
へ
「
多
賀
野
山
・
口
村
両
組
社
家
筆
頭
注

連
頭
役
被
仰
付
奉
願
上
口
上
書
」（
明
和
七
・
一
七
七
〇
年
）を
差
し
出
し
て
い
る
。

 
 

 

一
先
年
芸
備
両
国
郡
々
江
社
家
筆
頭
注
連
頭
役
被
為
仰
付
候
、
然
処
、
恵
蘇

郡
之
儀
者
児
玉
権
頭
・
久
光
大
和
両
人
江
被
為
仰
付
候
処
、
近
代
の
私
家
之

儀
ハ
左
様
成
ル
儀
不
被
為
仰
付
候
、（
中
略
）

 
 

 

依
之
当
郡
之
儀
ハ
古
代
之
通
リ
三
組
ニ
御
配
分
被
為
下
候
而
、
山
之
内
組
ハ

児
玉
氏
、
伊
与
村
組
ハ
久
光
氏
、
多
賀
野
山
・
口
村
組
ハ
堀
江
与
被
為
仰
付

被
下
候
ハ
バ
難
有
奉
存
候
、
郡
中
社
家
継
目
上
京
仕
候
節
ハ
、
其
組
筆
頭
役

計
之
添
簡
ニ
而
相
済
申
候
ハ
バ
御
定
例
も
相
立
双
方
祝
敷
奉
存
候
間
、
右
之

通
り
ニ
被
為
仰
付
被
下
候
様
乍
恐
厚
ク
御
願
奉
申
上
候
、
以
上

 
 

（
後
略
）（
堀
江
、
一
九
九
七
、二
一
八
）

 

古
来
恵
蘇
郡
に
は
、
神
事
を
共
同
で
執
行
す
る
神
職
組
と
し
て
山
之
内
組
、
伊

与
村
組
、
多
賀
野
山
・
口
村
組
の
四
組
が
存
在
し
て
い
た
が
、「
先
年
」
と
書

か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
七
五
〇
年
頃
に
吉
田
家
の
関
与
に
よ
っ
て
、
新
た
に

郡
毎
の
社
家
組
織
が
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
旧
来
の
組
に
お
い

て
筆
頭
役
を
務
め
て
い
た
山
之
内
組
の
児
玉
氏
、
伊
与
村
組
の
久
光
氏
は
、
新

た
に
組
織
さ
れ
た
郡
の
社
家
組
織
に
お
け
る
社
家
筆
頭
（
注
連
頭
）
役
に
任
命

さ
れ
た
が
、多
賀
野
山
・
口
村
組
の
堀
江
氏
は
、注
連
頭
に
任
命
さ
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
こ
と
を
不
満
に
思
っ
た
堀
江
氏
は
、
吉
田
家
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
働
き
掛

け
を
行
っ
て
い
た
。
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Priests in Middle and Early Modern Times: 

The Case of Bingo Nuka County
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Summary

In this paper, the authors elucidate the historical transition from the end of the medieval period to the early 

modern era in Bingo Nuka County (currently Tojo-cho, Saijo-cho in Shobara-shi, Hiroshima Prefecture) and 

discuss the organization and hierarchy of the Shinto priests. It was determined that the change from the Middle 

Ages to the Early Modern era brought about certain changes regarding Shinto priests.

The first change concerned the method of guaranteeing the position as a priest. At the end of the Middle 

Ages, certification of the position was issued by attendance at a religious festival held at the Bingo Ichinomiya 

Shrine and the issuance of an address letter from the local lords. Later. in the early modern era, Shinto court 

letters were acquired from the Yoshida family in Kyoto.

The second change concerns the authority and functions of the Bingo Ichinomiya Shrine, which is thought to 

have originated during the Middle Ages. In the early modern era, the influence of Ichinomiya on Shinto priests 

diminished. Instead, the priests of the Hiroshima domain in Bingo began to be dominated by the Hiroshima 

domain.

The third change regards organization of the priesthood in Nuka County. In the beginning of the early 

modern era, several Shinto organizations that jointly conducted Shinto rituals were formed for each Ooujigami 

(dominant shrine) in the county. Subsequently, in the middle of the early modern era, the hierarchical 

organization of Shinto priests in the Hiroshima domain was reorganized under the influence of the Yoshida 

family and subsidiary organizations for the respective counties were newly formed.

Among those involved in shrine rituals in modern Nuka county were Yoshida Donosaikyonokan who obtained 

a license from the Yoshida family and conducted rituals, and Kagitori who managed the shrine on a daily basis. 

Furthermore, there was a hierarchy among Yoshida Donosaikyonokan based on family status since the Middle 

Ages.

Key words: Ichinomiya, Yoshida family Shinto saikyojo (license proof for a Shinto priest), Tayu, Ooujigami 

(dominant shrine), Perspective of Status Marginality


